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振込取引や残高照会等ができる団体・企業向けのインターネットバンキングサービスです。
事務所のパソコンから＜ろうきん＞の各種取引をご依頼いただけます。
※最新の情報はろうきんインターネットバンキング（団体向け）ホームページをご確認ください。

メニュー 概要

利用口座の残高照会、入出金明細照会ができます。
＊入出金明細照会では、最大3か月（前々月の1日まで）の明細を照会できます。
　なお、未照会明細を照会する場合は、最大1か月分までとなります。

振込取引、振替取引ができます。
＊振込先口座が、契約団体名義の口座で同一支店内の場合は「振替」として扱います。
＊振込先口座が、上記以外の場合は「振込」として扱います。

総合振込、給与・賞与振込、口座振替、一括口座確認ができます。
＊所属団体・企業がフルタイプを契約している場合のみ表示されます。

Pay-easy（ペイジー）マークがついている税金・公共料金等の請求書を払込むことができます。

「振込振替」および「一括データ伝送」の取引を承認できます。
＊�所属団体・企業が「振込振替」の承認機能を利用している場合、またはフルタイプを契約している場合の
み表示されます。

【マスターユーザ】（全操作の権限者）
・本サービスを団体・企業が利用するための各種設定/管理を行うことができます。
・マスターユーザが設定する権限内で、本サービスを利用する一般ユーザを追加・削除できます。
・一般ユーザの利用停止・利用停止の解除、各種パスワードの初期化等ができます。
・本サービスの操作履歴を確認できます。

【一般ユーザ】（マスターユーザが追加したユーザ）
・自身のパスワードを変更できます。
・自身の利用者情報（操作権限等）を確認できます。

交付された電子帳票を閲覧、ダウンロードできます。
＊�マスターユーザが電子帳票交付サービスの操作権限を一般ユーザに付与すると、一般ユーザにもアイ
コンが表示されます。

「ろうきんインターネットバンキング（団体向け）」の概要

サービス内容（取引メニュー）
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本サービスの各種パスワード・暗証番号等について本サービスの各種パスワード・暗証番号等について
パスワード生成機（ワンタイムパスワード）についてパスワード生成機（ワンタイムパスワード）についてサービス利用時間・利用環境・セキュリティ

サービス利用時間 【重要】本サービスの各種パスワード・暗証番号等について

パスワード生成機（ワンタイムパスワード）について

利用環境

セキュリティ

8:00～21:00 （全日）
＊次の時間帯は、システムメンテナンスのためサービスを停止いたします。
・12月31日～1月3日
・5月3日～5月5日

なお、サービス追加等によるシステムメンテナンスのため、サービスを休止する場合があります。

本サービスでは、各種の「本人確認」を行っています。
パスワード・暗証番号等は、第三者の不正利用を防止し、安全に取引を行うために必要かつ重要なものです。第三
者に知られたり、お忘れにならないように十分にご注意ください。

パスワード生成機とは、ワンタイムパスワードを生成するキーホルダーサイズの機器です。
紛失または盗難されないように、大切に保管してください。第三者への貸与等は行わないでください。

・ パソコンからご利用ください。スマートフォン、従来型携帯電話（通称：ガラケー）からは利用できません。
・ 本サービスからのメールを受信できるメールアドレスをご用意ください。
・ 利用環境の詳細は「ろうきんインターネットバンキング（団体向け）」のホームページでご確認ください。

・セキュリティ強度が高い暗号化方式を採用
お客様の重要な情報が盗まれたり、故意に書き換えられることがないよう、セキュリティ強度の高い暗号化
方式を採用しています。

・セキュリティソフト〔saat netizen〕（無料）
「スパイウェア」や「フィッシング詐欺」等のインターネット犯罪への対策としてセキュリティソフト〔saat 
netizen〕を無料で提供しております。

・「電子証明書」によるログイン
「電子証明書方式」のログイン方法を利用できます。
＊�電子証明書とは、お客様の情報を保有した電子的データで、インターネット上でお客様ご本人であること
を確認するために用いられるものです。電子証明書をインストールしたパソコン以外からは利用できませ
んので、なりすまし等の第三者による不正ログインを防止できます。

・パスワード・暗証番号
ログインID、各種パスワード、各種暗証番号を組み合わせることで、厳格な本人確認を行っています。

・ワンタイムパスワード
資金移動等の取引時に、1分毎に変化するワンタイムパスワードによる本人確認を行います。
ワンタイムパスワードは、当金庫からお渡しするパスワード生成機に表示されます。

・追加認証（合言葉認証）
「ろうきんインターネットバンキング（団体向け）」では、お客様が普段利用している環境と異なる利用環境と
判断した場合に、事前に登録された回答（合言葉）による追加認証を行っています。

・電子メールの送信
お客様が利用した取引に応じて、電子メールを登録メールアドレスに送信します。

・ソフトウェアキーボード
画面上に表示されたキーボードをクリックすることで、パスワード・暗証番号等を入力できます。

項番 名称 説明

1 ログインID ログイン時、電子証明書の取得時に使用するユーザIDです。

2 ログインパスワード ログイン時に使用するパスワードです。

3 確認用パスワード 各種利用設定や、ペイジー取引、一括データ伝送の承認時に使用するパスワードです。

4 追加認証回答（合言葉） 普段と異なる環境から本サービスにログインされた時に回答する合言葉です。

5 ワンタイムパスワード 資金移動取引の実行時、振込先口座の登録時等で使用するパスワードです。当金庫から提供する
パスワード生成機に表示されます。

6 電子証明書（申込団体のみ） 本サービスにログインするパソコンに電子証明書をインストールして、利用するパソコンを1台
に限定します。ユーザ単位にパソコンを限定できます。

7 照会暗証番号 残高照会・入出金明細照会で使用する暗証番号です。

8 振込振替暗証番号

振込振替、取引状況の照会で使用する暗証番号です。9 確認暗証番号

10 承認暗証番号

暗証番号と各種パスワード類の違い
・項番7～10の暗証番号は「暗証届」でお届けいただいた4桁の番号です。暗証番号は団体・企業のユーザ間
で共有してください。なお、暗証番号を必要としない取引をするユーザには暗証番号を伏せておくこと
もできます。（例：残高照会のみを利用するユーザには、照会暗証番号のみを通知する等）

・パスワードは、各ユーザ自身が本サービスの画面上で設定します。

ワンタイムパスワード生成機

【表面】

【裏面】

ワンタイムパスワード（数字6桁）

シリアル番号（数字8〜12桁）

有効期限（月／日／西暦）
※有効期限を迎えたパスワード生成機はご利用いただけません。
有効期限が迫りましたら、＜ろうきん＞から新しいパスワード生成機を配布
させていただきます。

インジケーター（目盛り）
※ワンタイムパスワードは60秒ごとに自動生成されます。
パスワードの表示時間をお知らせするために、液晶に表示されたインジケー
ターが10秒ごとに減っていきます。入力の際は残り時間にご注意ください。
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北海道労働金庫 https://fb.rokin.jp/?bid=1

東北労働金庫 https://fb.rokin.jp/?bid=4

中央労働金庫 https://fb.rokin.jp/?bid=13

新潟県労働金庫 https://fb.rokin.jp/?bid=15

長野県労働金庫 https://fb.rokin.jp/?bid=16

静岡県労働金庫 https://fb.rokin.jp/?bid=18

北陸労働金庫 https://fb.rokin.jp/?bid=20

東海労働金庫 https://fb.rokin.jp/?bid=22

近畿労働金庫 https://fb.rokin.jp/?bid=28

中国労働金庫 https://fb.rokin.jp/?bid=34

四国労働金庫 https://fb.rokin.jp/?bid=37

九州労働金庫 https://fb.rokin.jp/?bid=40

沖縄県労働金庫 https://fb.rokin.jp/?bid=47

労働金庫連合会 https://fb.rokin.jp/?bid=50

●ホームページのURL
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初期設定 マスターユーザの初期設定

利用開始登録の前に次のものをご用意・ご確認くだ
さい。

１．�管理者（マスターユーザ）が、本サービスの利用開
始登録をします。
※マスターユーザは、団体・企業を代表してすべての操作権限
をもつユーザです。

２．�管理者（マスターユーザ）が、団体情報を登録し
ます。
※本サービスを利用する際の取引限度額等の設定を行います。

３．�管理者（マスターユーザ）が、（必要に応じて）ユー
ザの追加・権限の設定を行います。
※マスターユーザが一人で使用する場合は、ユーザを追加す
る必要はありません。

４．�振込先情報（または請求先情報）を登録します。
※振込振替を利用する場合は、振込先口座を事前に登録する
必要があります。

５．�本サービスの利用を開始します。

管理者（マスターユーザ）とは、所属する団体・企業を
代表して、本サービスのすべての情報（権限設定・一
般ユーザの各種設定等）を管理するユーザです。
利用申込書で届出している範囲内で、本サービスの
すべての操作をすることができますので、実務上の
責任者をマスターユーザ（管理者）としてください。
なお、マスターユーザが変更になる場合は、当金庫へ
の届出が必要になります。

＜マスターユーザの操作権限等＞
１．�マスターユーザは、団体・企業が当金庫に届出し

ている口座・限度額の範囲で、本サービスの利用
条件（団体情報）を設定できます。

２．�マスターユーザは、自身以外に本サービスを利用
するユーザ（一般ユーザ）を追加できます。また、一
般ユーザのパスワード類のメンテナンスを全て
行うことができます。（パスワード類の初期化、電
子証明書の失効、ワンタイムパスワードの失効等）

３．�マスターユーザ自身がパスワード類を失念した
場合は、当金庫へ届出をされるまで初期化はされ
ません。

４．�マスターユーザは、全ての取引に関して照会で
きます。一般ユーザは、付与された権限の範囲で
取引を照会できます。

●�ろうきんインターネットバンキング（団体向け）利用
申込書（お客様控）
●お客様のメールアドレス
●パスワード生成機

利 用 開 始 の 流 れ

管理者（マスターユーザ）とは用 意 す る も の

＜パスワード生成機＞

一般ユーザ1 一般ユーザ2

マスターユーザ
（管理者）

一般ユーザ3 一般ユーザ4 一般ユーザ5 一般ユーザ6

マスターユーザはすべての操作を行うことができます。
（例）・一般ユーザの追加・削除　・一般ユーザの権限設定
　　・一般ユーザのパスワード等の利用停止/利用停止解除

マスターユーザ自身のパスワード・電子証明書等を初期化
する場合は、当金庫への届出が必要です。

一般ユーザは、マスターユーザが設定した権限内で本サービスを利用できます。

一般ユーザのパスワード・電子証明書等の利用停止/利用停止解除は、当金庫に届出する必要はあ
りません。（マスターユーザに対応を依頼してください）

マスターユーザの初期設定
最初にログインIDを登録するユーザが、マスター
ユーザとなります。マスターユーザは、お申込内容に
もとづき全ての操作（照会、振込振替、一般ユーザの
登録・管理等）を行うことができます。
マスターユーザは以下の手順に従い、初期設定を
行ってください。

ろうきんインターネットバンキング（団体向け）
のホームページにアクセスし、ログインボタンを
クリックします。

本サービスのログイン画面が表示されます。
ログインID取得ボタンをクリックします。

「代表口座情報」「照会用暗証番号」を入力し、次へ
ボタンをクリックします。

ログインID・ログインパスワードの登録
①

②

③

④ 団体情報・利用者情報を入力し、次へボタンをク
リックします。

※指定したログインIDが他のお客様によりすでに登録されて
いる場合はエラーとなりますので、異なるログインIDを登
録してください。

をクリックすると、マウス操
作で入力するソフトウェアキー
ボードを利用できます。

ログインID、ログインパスワード、確認
用パスワードはお客様任意のものをそ
れぞれ登録してください。
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初期設定 マスターユーザの初期設定

⑤

⑥

登録内容を確認し、登録ボタンをクリックします。

登録結果をご確認ください。

➡�「電子証明書方式」のログイン方法を契約して
いるお客様は、続けて電子証明書を発行（イン
ストール）する必要があります。

➡�「ID・パスワード方式」のログイン方法を契約し
ているお客様は、本操作でログイン用の設定が
完了します。続けてログインを行いますので、
P.10へお進みください。

証明書発行アプリのダウンロードボタンを
クリックします。

インストーラーが起動したら、次へボタンを
クリックします。

次へボタンをクリックします。

インストールボタンをクリックします。

Microsoft EdgeまたはGoogle Chromeで
ログイン画面にアクセスし､電子証明書発行
ボタンをクリックします。

手順1でダウンロードしたファイルを実行
します。

①

①

②

②

③

④

電子証明書の発行（電子証明書方式をご契約のお客様）

電子証明書とは、ユーザが本サービスを利用するため
にパソコンにインストールする電子的な証明書です。
ユーザは、本サービスを利用するパソコンに電子証
明書をインストールすることで、他のパソコンから
の本サービスの利用を禁止できます。
電子証明書は、ユーザごとにインストールする必要
がありますが、複数のユーザが同じパソコンに電子
証明書をインストールすることもできます。

電子証明書とは

電子証明書のインストール

【Microsoft Edgeの場合】

【Google Chromeの場合】

※アプリをダウンロードする際に管理者権限が必要な場合は、
社内のネットワーク管理者などにお問合せください。

➡�既に電子証明書発行アプリをインストールして
いる場合は､P9手順3へお進みください。

電子証明書に関する事項
１．�電子証明書方式を利用する場合は、当金庫への届

出が必要です。
２．�電子証明書には有効期限があります。有効期限は

電子証明書をインストールした日から1年後です。
期限が迫ると、お客様にメールでお知らせします。
ログイン後の画面にメッセージが表示されますの
で、画面案内に従って「更新」の操作をしてくださ
い。有効期限が1年間延長されます。

３．�電子証明書の有効期限が切れると、電子証明書が
「失効」になります。電子証明書が「失効」になった
場合は、電子証明書を再度インストールすること
で本サービスを利用できるようになります。

４．�電子証明書をインストールしたパソコンを変更す
る場合は、パソコンを変更する前にマスターユーザ
が「電子証明書の失効」をしたうえで、新しいパソコ
ンに電子証明書をインストールしてください。

５．�電子証明書を失効せずに、変更前のパソコンを廃
棄してしまった場合はマスターユーザに電子証明
書の失効を依頼してください。なお、マスターユー
ザ自身の電子証明書を利用できない場合（ログイ
ンできない場合）は、当金庫への届出が必要になり
ます。

電子証明書発行アプリのダウンロード手順 1

電子証明書発行アプリのインストール手順 2



初
期
設
定

初
期
設
定

マ
ス
タ
ー
ユ
ー
ザ
の
初
期
設
定

マ
ス
タ
ー
ユ
ー
ザ
の
初
期
設
定

［ログイン方法］

9 10

初期設定 マスターユーザの初期設定

利用環境でプロキシを使用している場合､下記
画面が表示されることがあります。利用している
プロキシ認証用の「ユーザ名」と「パスワード」を
入力し､認証ボタンをクリックします。

完了ボタンをクリックします。 証明書発行ボタンをクリックします。

「ログインID」と「ログインパスワード」を入力し、
認証して発行ボタンをクリックします。

証明書発行アプリの起動ボタンをクリックし、
電子証明書発行アプリを起動します。

①

②

⑤ ③

④

※プロキシを使用していない場合は表示されないため、③へ
お進みください。

電子証明書の発行手順 3

電子証明書情報を確認して、閉じるボタンを
クリックし、すべてのブラウザを閉じます。

⑤

※すべてのブラウザを閉じないと、電子証明書が有効になりま
せんのでご注意ください。

➡�本操作で「電子証明書の発行」は完了です。
　続けてログインする場合は、次ページへ
　お進みください。

①

①

①-1

①-2

初回ログイン

ログイン画面の「ID・パスワード方式のお客様」の
「ログインID」「ログインパスワード」を入力しロ
グインボタンをクリックします。

ログイン画面の「電子証明書方式のお客様」にあ
るログインボタンをクリックします。

電子証明書の確認ウィンドウが表示されます
ので、ユーザ自身が利用している電子証明書を
選択し、OKボタンをクリックします。

「ログインパスワード」を入力し、ログインボタ
ンをクリックします。

ログイン方法 説明

ID・パスワード方式 ログインID・ログインパスワードを入
力してログインする方法です。

電子証明書方式 電子証明書を選択し、ログインパスワー
ドを入力してログインする方法です。

「ろうきんインターネットバンキング（団体向け）」
のログイン方法には、ID・パスワード方式と電子証
明書方式があります。それぞれ、以下の手順に従い
初回ログインを行ってください。

●ID・パスワード方式の場合

●電子証明書方式の場合

➡次ページの②へお進みください。

➡次ページの②へお進みください。

【Microsoft Edgeの場合】

【Google Chromeの場合】
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利用口座の残高照会、入出金明細照会がで
きます。

振込取引、振替取引ができます。

総合振込、給与・賞与振込、口座振替、一括
口座確認ができます。
＊�フルタイプを契約している団体・企業の
み表示されます。

Pay-easy（ペイジー）マークがついている
税金・公共料金等の請求書を払込むことが
できます。

「振込振替」および「一括データ伝送」の取
引を承認できます。
＊所属団体・企業が「振込振替」の承認機能
を利用している場合、またはフルタイプ
を契約している場合のみ表示されます。

【マスターユーザ】（全操作の権限者）
・�本サービスを団体・企業が利用するため
の各種設定/管理を行うことができます。

・�マスターユーザが設定する権限内で、本
サービスを利用する一般ユーザを追加・
削除できます。

・�一般ユーザの利用停止・利用停止の解除、
各種パスワードの初期化等ができます。

・�本サービスの操作履歴を確認できます。
【一般ユーザ】
・�自身のパスワードを変更できます。
・�自身の利用者情報（操作権限等）を確認
できます。

配信された電子帳票を閲覧、ダウンロード
できます。

＜トップページ＞

＜取引メニュー＞
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初期設定 マスターユーザの初期設定

パスワード生成機の「シリアル番号」「ワンタイム
パスワード」を入力し、登録ボタンをクリックし
ます。

※保留ボタンをクリックすると、ワンタイムパスワードの入
力が必要な取引（下記参照）ができない状態で本サービスに
ログインします。保留ボタンを押した場合は、次回ログイン
時に本画面が再度表示されますので、あらためてワンタイ
ムパスワードを利用登録してください。

ワンタイムパスワードの入力が必要となるお取引
◆振込（都度指定）、総合振込、給与（賞与）振込
◆税金・各種料金の払込み（Pay-easy（ペイジー））
◆振込先口座の登録
◆利用者の追加・変更
◆パスワード生成機の失効

② 追加認証（合言葉認証）で使用する質問を3つ選択
し、回答をそれぞれ入力して登録ボタンをクリッ
クします。

※質問はそれぞれ異なるものを3つ選択し、回答を登録してく
ださい。
※回答は記号、スペース等の入力を避けることをお勧めします。
※他人に推測されやすい内容の登録はお避けください。

③

④

「ろうきんインターネットバンキング（団体向け）」
では、お客様が普段利用されている環境と異なる
利用環境（端末状況・回線情報等）と判断した場合、
お客様ご本人の取引であることを確認するため
に、事前に登録された「質問」に対する「回答（合言
葉）」による追加認証を行っています。
第三者のなりすましによる不正アクセスを防止す
るセキュリティ対策として、すべてのお客様に登
録いただいております。

登録結果を確認し、次へボタンをクリックします。

追加認証（合言葉認証）とは

トップページが表示されます。続けて、団体情報
を設定する必要がありますのでP.14へお進みく
ださい。

⑤

❶直近3回のログイン日時が表示されます。
❷電子証明書の有効期限が迫ると表示されます。
電子証明書を更新する場合は証明書発行アプ
リの起動ボタンをクリックします。
※電子証明書発行アプリがない場合は、証明書発行アプリの
ダウンロードボタンからダウンロードできます。

❸ユーザが最近行った取引（操作）が表示されま
す。同じ取引を行う場合は、該当のボタンをク
リックすると、取引画面に移動できます。

❹未承認の取引件数が表示されます。該当の取引
ボタンを選択すると、取引の承認（または取引
の再開）ができます。

❺一時保存中の取引件数が表示されます。該当
の取引ボタンを選択すると、取引を再開でき
ます。

❻❼当金庫からの各種お知らせが表示されます。

シリアル番号ワンタイムパスワード

▲パスワード生成機（表面） ▲パスワード生成機（裏面）

1

2

6

3

7

4

5
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初期設定 団体情報の管理一般ユーザの初期設定

管理者（マスターユーザ）が登録したユーザは、マス
ターユーザが登録した操作権限の範囲内で本サービ
スを利用できます。
管理者（マスターユーザ）の方が一般ユーザを登録す
る操作手順はP.18をご参照ください。

初期設定の前に次のものをご用意・ご確認ください。

※初期設定で使用するログインID・ログインパスワード等は管理
者（マスターユーザ）が設定します。
　初期設定に必要なログインID・ログインパスワード等が不明な
場合は、所属団体・企業の管理者にお問い合わせください。

一般ユーザの初期設定

用意するもの

●管理者が発行したログインID・ログインパスワード
●お客様のメールアドレス
●パスワード生成機

＜パスワード生成機＞

【電子証明書方式を契約している企業・団体の場合】
１．�本サービスのログイン画面を表示します。（P.6 

参照）
２．�電子証明書をインストールします。（P.8 参照）
３．�本サービスにログインします。（P.10 参照）
４．�画面案内に従って、パスワード等を登録します。

【ID・パスワード方式を契約している企業・団体の場合】
１．�本サービスのログイン画面を表示します。（P.6 

参照）
２．�本サービスにログインします。（P.10 参照）
３．�画面案内に従って、パスワード等を登録します。

本サービスのパスワード・暗証番号等を忘れた場合
や、誤入力を繰り返したことにより利用停止になっ
てしまった場合は、管理者（マスターユーザ）の操作
により本サービスの利用を再開できますので、所属
団体・企業の管理者にお問い合わせください。

初期設定の流れ

パスワード・暗証番号等を忘れた場合

管理者（マスターユーザ）の方は、一般ユーザのパス
ワード等の再登録/初期化、利用停止の解除等をユー
ザ管理メニューの利用者管理（P.18）から行うことが
できます。
以下の問い合わせ対応例、または本利用マニュアル
の付録部分（P.65）等を参考にご対応ください。

＜一般ユーザからの問い合わせ対応例＞

管理者（マスターユーザ）のお客様へ

１．�ログインIDを忘れた
▶ �利用者情報の管理で、対象ユーザのログインIDを確

認してください。(P.20)

２．�ログインパスワード・確認用パスワードを忘
れた

▶ �利用者情報の管理で、対象ユーザを選択して変更ボ
タンをクリックし、新しいログインパスワード・確
認用パスワードを登録してください。(P.20)

３．�追加認証（合言葉認証）の回答を忘れた
▶ �追加認証の回答リセットで、追加認証の回答をリ

セットしてください。なお、追加認証が利用停止に
なっている場合は、追加認証の利用停止解除もあわ
せてお手続きください。回答のリセット後に、一般
ユーザが本サービスにログインすると追加認証の
回答をあらためて登録できます。(P.21)

４．�パスワード等の誤入力で利用停止になった
▶ �利用停止・利用停止解除から、本サービスの利用停

止状態を解除してください。

５．�電子証明書をインストールしているパソコン
が壊れたため、ログインできなくなった。

▶ �電子証明書の失効から、電子証明書を失効してくだ
さい。電子証明書の失効後、一般ユーザは新しいパ
ソコンに電子証明書をインストールできるように
なります。(P.23)

６．�新しいパスワード生成機に切替したい
▶ �パスワード生成機の失効から、パスワード生成機を

失効してください。(P.22)
パスワード生成機の失効後、一般ユーザが本サービ
スにログインするとパスワード生成機の登録画面
が表示されます。

団体情報の登録・変更

ユーザ管理メニューを選択し、団体管理をクリッ
クします。

マスターユーザは、団体・企業が本サービスを利用す
るための各種設定を行います。

振込振替の「承認機能」の利用有無、限度額（口座1
日あたり）、団体1日あたりの限度額を入力し、変
更ボタンをクリックします。

団体管理メニューが表示されます。初期設定の時
は、続けて団体情報の登録・変更を行います。

ユーザ管理メニューの団体管理を選択し、団体情
報の登録・変更をクリックします。

※「委託者メモの登録・変更」「先方負担手数料[総合振込]の変
更」「振込手数料[総合振込]の変更」は、フルタイプで該当
サービスを契約している場合のみ表示されます。
※一般ユーザは「団体情報の照会」「先方手数料[総合振込]の
照会」「振込手数料[総合振込]の照会」が表示されます。一般
ユーザが設定を変更することはできません。

※振込振替の承認機能（説明はP.29を参照）を利用する場合は
「シングル承認」を選択してください。
※振込振替の承認機能を利用する場合は、原則として口座確
認機能（振込取引の承認時に振込先口座の確認をする機能）
はそのままにしてください。口座確認機能を「利用しない」
に設定すると、平日8:30～15:00以外は当日振込を行えな
くなります。
※限度額（口座1日当たり）および団体1日当たりの限度額は、
当金庫に届出した取引限度額の範囲内で設定できます。

団体情報の管理

①

②

②

①

マスターユーザは「団体情報の登録・変更」で、団
体・企業が本サービスを利用するうえでの以下の
内容を設定できます。
・振込振替の承認機能の有無
・1日あたりの取引限度額（口座単位・業務単位）
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団体情報の管理

利用口座ごとに「口座メモ」を全角20文字以内（半
角可）で入力し、変更ボタンをクリックします。

ユーザ管理メニューの団体管理を選択し、口座メ
モの登録・変更をクリックします。

口座メモの登録が完了しました。

口座メモの登録・変更

①

②

③

マスターユーザは、ユーザが利用口座を特定する
ための文言（口座メモ）を登録できます。
（例：「○○支払口座」 「○○用口座」 等）
登録された口座メモは、本サービスの各種取引時
に表示されますので、利用口座が複数ある場合に、
対象口座の特定に役立ちます。

➡初回設定の場合で、フルタイプを契約している
お客様は、必要に応じて「委託者メモの登録・変
更」または「総合振込手数料の設定」を行ってく
ださい。（次ページ）

③

④

登録内容を確認し、「確認用パスワード」を入力し
て実行ボタンをクリックします。

団体情報の登録が完了しました。初回設定の場合
は、口座メモの登録・変更を続けて行ってください。

➡振込振替の承認機能、または一括データ伝送を
利用する場合は、依頼権限・承認権限をユーザ
ごとに設定する必要があります。「利用者の管
理」（P.18）をご参照ください。

（例）�振込データ作成時に、支払金額20,000円、先方負
担手数料110円を登録した場合
①総合振込の承認（お客様）

支払金額 先方負担手数料
20,000円 110円

➡
②振込処理（当金庫）

振込金額 振込手数料
19,890円 110円＊

③入金確認（振込先）
入金金額
19,890円

＊総合振込の振込手数料は、先方負担手数料の情報によら
ず、当金庫所定の振込手数料を引落させていただきます。

口座振替の委託者ごとに「委託者メモ」を全角20
文字以内（半角可）で入力し、変更ボタンをクリッ
クします。

ユーザ管理メニューの団体管理を選択し、委託者
メモの登録・変更をクリックします。

総合振込手数料（先方負担）とは
振込先（取引先）が「振込手数料を負担する」場合に使
用できる手数料です。
下記画面で先方負担（登録済み金額）を選択すると、振
込先には「支払金額」から「総合振込手数料（先方負担）」
を差し引いた金額を振込金額として振込します。
なお、総合振込の振込手数料は、本サービスの設定に
よらず、振込金額に応じた当金庫所定の振込手数料が
お客様指定の手数料引落口座から引落されます。

変更結果をご確認ください。

委託者メモの登録・変更 総合振込手数料（先方負担）の変更

①

②

③

マスターユーザは、ユーザが口座振替請求の委託
者コードを特定するための文言（委託者メモ）を登
録できます。（例：「管理料金」「組合費」等）
登録された委託者メモは、口座振替の請求データ
を作成する画面において、委託者コードの横に表
示されますので、委託者コードが複数ある場合に、
委託者の特定に役立ちます。

本サービスの総合振込では、振込手数料の「当方負
担」と「先方負担」を選択できます。
マスターユーザは、必要に応じて[総合振込]の当
方負担手数料、先方負担手数料を変更できます。
※初期値は「基準手数料を使用する」（当金庫標準の総合振込手
数料を使用する）を設定していますので、特段の事情がない
限りは変更する必要はありません。

フルタイプ（口座振替）を利用している団体・企業のみ フルタイプ（総合振込）を利用している団体・企業のみ

＜総合振込の手数料負担の入力画面＞
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利用者の管理利用者の管理（複数ユーザでの利用）（複数ユーザでの利用）団体情報の管理

①

①

②

②

③

使用する先方振込手数料を登録（変更）し、変更ボ
タンをクリックします。

使用する振込手数料（総合振込）を登録（変更）し、
変更ボタンをクリックします。

※手数料を読み込むボタンをクリックすると、当金庫所定の
振込手数料を読込むことができます。

※手数料を読み込むボタンをクリックすると、当金庫所定の
総合振込の手数料が表示されます。

ユーザ管理メニューの団体管理を選択し、先方負
担手数料［総合振込］の変更をクリックします。

ユーザ管理メニューの団体管理を選択し、振込手
数料［総合振込］の変更をクリックします。

●総合振込手数料（先方負担）に、当金庫所定の総
合振込手数料を登録する場合は、基準手数料欄
の「使用する」を選択します。

●総合振込手数料（先方負担）に、お客様任意の手
数料を登録する場合は、基準手数料欄の「使用し
ない」を選択し、「適用最低支払金額」および「手
数料パターン一覧」を入力します。

変更結果をご確認ください。

総合振込手数料（当方負担）の変更

フルタイプ（総合振込）を利用している団体・企業のみ

変更結果をご確認ください。③

●総合振込手数料（当方負担）に、当金庫所定の総
合振込手数料を登録する場合は、基準手数料欄
の「使用する」を選択します。

●総合振込手数料（当方負担）に、お客様任意の手
数料を登録する場合は、基準手数料欄の「使用し
ない」を選択し、「手数料パターン一覧」を入力し
ます。

総合振込手数料（当方負担）とは
本サービスの[総合振込]の取引画面、振込手数料の計
算結果等で使用する手数料金額です。マスターユーザ
のみが登録内容を変更できます。
なお、本サービスで設定する総合振込手数料（当方負
担）は、本サービスの画面表示のみに使用します。実際
の総合振込手数料は、本サービスの設定によらず、振
込金額に応じた当金庫所定の振込手数料がお客様指
定の手数料引落口座から引落されます。
※初期値は「基準手数料を使用する」（当金庫標準の総合振込
手数料を使用する）を設定していますので、特段の事情が
ない限りは変更する必要はありません。

※一般ユーザのログインID・ログインパスワードは、任意のも
のを指定してください。なお、指定したログインIDを他の
ユーザが使用中の場合はエラーになりますので、異なるロ
グインIDを設定してください。

※一般ユーザは最大19名まで登録できます。

利用者の管理
マスターユーザは、本サービスを利用する一般ユー
ザの追加・削除、利用権限の設定、各種パスワードの
初期化、利用停止の解除等を行います。

一般ユーザの追加

ユーザ管理メニューを選択し、利用者管理をク
リックします。

利用者管理メニューが表示されます。

※一般ユーザは「パスワード変更」および「利用者情報の照会」
が表示されます。一般ユーザは、他ユーザの利用権限等を設
定することはできません。

①

②

複数ユーザで本サービスを利用する場合、マス
ターユーザは、本サービスを利用するユーザ（一般
ユーザ）を追加できます。

本サービスを利用するユーザ（一般ユーザ）を追
加する場合は、新規登録ボタンをクリックします。

一般ユーザの基本情報を入力し、次へボタンをク
リックします。

ユーザ管理メニューの利用者管理を選択し、利用
者情報の管理をクリックします。

②

③

①
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利用者の管理（複数ユーザでの利用）

ユーザの操作権限を設定し、次へボタンをクリッ
クします。

④

●操作権限の説明
【明細照会】

残高照会 明細照会メニューの残高照会、入出金
明細照会を利用できます。明細照会

【振込振替】
依頼
（事前登録口座）

振込振替（事前登録方式）を利用できま
す。（P.30）

依頼
(利用者登録口座) 
(注1)

振込振替（都度指定方式）を利用できま
す。（P.30）

振込先管理 [振込振替]の振込先口座を登録・削除
できます。（P.26）

全取引照会 (注2) 自身を含むすべてのユーザが行った
[振込振替]取引を照会できます。

全取引取消 (注2) 自身を含むすべてのユーザが行った
[振込振替]取引を取消できます。

【総合振込、給与・賞与振込、口座振替】 ※利用団体・企業のみ

依頼
（画面入力）

一括データ伝送の取引（画面入力）を利
用できます。

依頼
（ファイル受付）

一括データ伝送の取引（ファイル受付）
を利用できます。

振込先管理
(請求先管理)

[総合振込][給与・賞与振込]の振込先口
座、[口座振替]の請求先口座を登録・削
除できます。

全取引照会 (注2) 自身を含むすべてのユーザが行った取
引を照会できます。

[口座振替]
振替結果照会

口座振替の振替結果（請求結果）を照会
できます。

※一括口座確認をユーザに利用させたい場合は、[総合振込]ま
たは[給与・賞与振込]の「依頼（画面入力）」または「依頼（ファ
イル受付）」の権限を設定する必要があります。

【税金・各種料金の払込み（ペイジー）】

払込み 税金・各種料金の払込み（ペイジー）を
利用できます。

全取引照会 (注2) 自身を含むすべてのユーザが行った
[ペイジー]の取引を照会できます。

【承認】
振込振替 （注3） 振込振替の取引を承認できます。

総合振込
一括データ伝送の取引を承認できます。
※利用団体・企業のみ設定できます。給与・賞与振込

口座振替

【操作履歴照会】

全履歴照会 自身を含むすべてのユーザの操作履歴
を照会できます。

【電子帳票交付サービス】

電子帳票交付
サービス

電子帳票交付サービスを利用できます。
※�電子帳票交付サービスを一般ユーザ
に利用させたい場合は設定する必要
があります。

（注1）�電子証明書方式のログイン方法を契約している団体・企
業の場合は、「依頼（利用者登録口座）」の「当日振込を認
める」を設定すると、振込振替（都度指定方式）の当日振
込を認めることができます。

（注2）�全取引照会、全取引取消のユーザ権限がない場合でも、
ユーザ自身が行った取引の照会・取消は行うことができ
ます。

（注3）�[振込振替]の承認権限は、団体・企業が[振込振替]の承認
機能を利用している場合のみ設定できます。承認機能
は、「団体情報の登録・変更」で設定できます。（P.14参照）

画面案内に従って、ユーザの登録情報・利用権限
を変更します。（操作権限の説明は前ページをご
確認ください。）

③

⑤

⑥

⑦

ユーザが利用する口座・取引限度額を設定し、次
へボタンをクリックします。

※取引限度額の設定限度額は、団体・企業の1日あたりの取引
限度額です。団体・企業の取引限度額は、「団体情報の登録・
変更」で設定できます。

登録内容を確認し、「確認用パスワード」「ワンタ
イムパスワード」を入力して実行ボタンをクリッ
クします。

登録結果が表示されます。
➡一般ユーザの追加が完了すると、P.18③で入力
した一般ユーザのメールアドレスにメールが
送信されます。

➡初回設定の場合で、振込先口座の登録等を続け
て行う場合は、「振込先／請求先口座の登録」
（P.26）へお進みください。

➡ユーザの登録情報・利用権限を照会する場合は
照会ボタンをクリックします。

➡登録済みユーザを削除する場合は削除ボタン
をクリックします。

利用者情報の変更・削除（利用権限の変更）

マスターユーザは、本サービスを利用中のユーザ
（登録済みユーザ）の登録情報・利用権限を照会・変
更できます。

ユーザ管理メニューの利用者管理を選択し、利用
者情報の管理をクリックします。

①

登録情報・利用権限を変更するユーザを選択し、
変更ボタンをクリックします。

②
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利用者の管理利用者の管理（ワンタイムパスワードの管理）（ワンタイムパスワードの管理）利用者の管理（追加認証（合言葉認証）の管理）

ユーザ管理メニューの利用者管理を選択し、追加
認証の回答リセットをクリックします。

ユーザ管理メニューの利用者管理を選択し、追加
認証の利用停止解除をクリックします。

①

①

対象ユーザを選択し、「確認用パスワード」を入力
してリセットボタンをクリックします。

対象ユーザを選択し、「確認用パスワード」を入力
して停止解除ボタンをクリックします。

②

②

追加認証（合言葉認証）の管理

追加認証の回答リセット

マスターユーザは、一般ユーザが追加認証（合言葉
認証）の回答を忘れた場合に、登録内容を初期化で
きます。
また、一般ユーザが回答の誤入力により利用停止
になった場合に、利用停止状態を解除できます。

③

③

追加認証の回答が初期化されます。

追加認証の利用停止が解除されます。

※追加認証の回答が初期化された後に、対象ユーザが本サービ
スにログインすると、追加認証の登録画面が表示されます。

追加認証の利用停止解除

マスターユーザ自身がログインできない場合
マスターユーザ自身が、追加認証の回答を忘れた場
合、追加認証が利用停止になった場合は、当金庫への
届出が必要になります。

 ご注意ください

ワンタイムパスワードの利用停止解除

パスワード生成機の失効

●「パスワード生成機の失効」は、対象ユーザが登録して
いるパスワード生成機の情報を初期化し、ワンタイム
パスワード利用登録をしていない状態に変更する操
作です。パスワード生成機自体は、引き続きご利用い
ただけます。

●パスワード生成機を紛失した場合は、＜ろうきん＞に
ご連絡ください。

➡失効操作後（約30分後）に、②で選択されたユー
ザがログインすると、ワンタイムパスワード利
用登録画面が表示されます。
新しいパスワード生成機でワンタイムパスワー
ド利用登録（P.11②参照）を行ってください。

ワンタイムパスワードの管理

マスターユーザは、一般ユーザがワンタイムパス
ワードの誤入力で利用停止になった場合に、利用
停止状態を解除できます。
また、ユーザが利用するパスワード生成機を変更
する場合に、ユーザが登録しているパスワード生
成機の情報を失効（初期化）できます。

ユーザ管理メニューの利用者管理を選択し、ワン
タイムパスワードの利用停止解除をクリックし
ます。

ユーザ管理メニューの利用者管理を選択し、パス
ワード生成機の失効をクリックします。

①

①

対象ユーザを選択し、「確認用パスワード」を入力
して、停止解除ボタンをクリックします。

対象ユーザを選択し、「確認用パスワード」「ワン
タイムパスワード」を入力して失効ボタンをク
リックします。

②

②

③

③

ワンタイムパスワードの利用停止が解除されます。

パスワード生成機の失効（初期化）が完了します。

※同一のパスワード生成機を共有している他の利用者も利用
停止解除の対象となります。

マスターユーザがワンタイムパスワードを利用できない場合
マスターユーザ自身が、ワンタイムパスワードの誤入
力やパスワード生成機の有効切れ等で、ワンタイムパ
スワードを利用できなくなった場合は、当金庫への届
出が必要になります。
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ユーザ管理 ユーザ管理
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電子証明書の更新・操作履歴の照会 電子証明書の更新・操作履歴の照会 利用者の管理（電子証明書の管理（パソコンの変更等））

電子証明書をインストールしたパソコンを変更す
る場合は、不正利用等を防ぐために、必ず電子証明
書を削除（アンインストール）してください。

ユーザ管理メニューの利用者管理を選択し、電子
証明書の失効をクリックします。

①

対象ユーザを選択し、次へボタンをクリックします。②

③

④

内容を確認し、「確認用パスワード」を入力して失
効ボタンをクリックします。

電子証明書の失効が完了します。

電子証明書の失効 電子証明書のアンインストール

電子証明書をインストールしたパソコンを変更す
る場合、パソコンを変更する前に、本サービスの電
子証明書を失効する必要があります。

電子証明書方式を利用している団体・企業のみ

①

②

③

Windows画面左下の虫眼鏡ボタン を
クリックし、「インターネット オプション」と入力し、
検索結果のインターネット オプションをクリック
します。

コンテンツタブをクリックし、証明書エリアにあ
る証明書ボタンをクリックします。

個人タブをクリックし、該当の証明書を選択後、
削除ボタンをクリックすると、電子証明書の
アンインストールが完了します。

マスターユーザ自身がログインできない場合
マスターユーザ自身が、電子証明書を失効せずに変更
前のパソコンを廃棄してしまった場合は、当金庫への
届出が必要になります。

電子証明書方式を利用している団体・企業のみ

① 電子証明書の有効期限満了日の40日前になると、
ログイン後のトップページに「電子証明書有効期
限」が表示されます。
証明書発行アプリの起動ボタンをクリックして
電子証明書発行アプリを起動し、以降は、アプリ
画面の案内に沿って操作してください。

※最新の電子証明書発行アプリをパソコンにインストールして
いない場合は、証明書発行アプリのダウンロードボタンを
クリックし、電子証明書発行アプリをインストール（P8手順2
参照）してから、電子証明書を更新してください。

本サービスのログイン時に使用する電子証明書の
有効期限は1年間です。
電子証明書の有効期限満了日の40日前になると、
「ろうきんインターネットバンキング（団体向け）」
のログイン時、トップページ画面および電子メー
ルでお知らせしますので、電子証明書の更新手続
きを行ってください。

電子証明書の更新

「操作履歴情報の検索」に検索条件を入力し、検索
ボタンをクリックします。画面下部に操作履歴の
一覧が表示されます。

操作履歴照会
マスターユーザおよび全操作履歴の照会権限を持
つ一般ユーザは、すべてのユーザの操作履歴を照
会できます。
全操作履歴の照会権限を持たない一般ユーザは、
自身の操作履歴のみ照会できます。

②

ユーザ管理メニューを選択し、操作履歴照会をク
リックします。

①

電子証明書の更新手続きを忘れた場合
電子証明書の有効期限が切れると、電子証明書は「失
効」扱いになります。その場合は、電子証明書を再度イ
ンストールすることで本サービスにログインできる
ようになります。
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項目 照会可能
期間 照会条件

すべての
明細を
照会

前々月の
1日まで
照会可能

期間で
指定

「当月」「前月」「前々月」
「最近1週間」の全明細
を照会できます。
※�未照会・照会済の明細
ともに表示します。

日付
範囲で
指定

選択した日付の全明細
を照会できます。
※�未照会・照会済の明細
ともに表示します。

未照会の
明細を
照会

当日を含む
31日間分
照会可能

未照会明細を照会できます。

［照会条件］
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振込先／
請求先管理
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明細照会 振込先／請求先口座の登録振込先／請求先口座の登録残高照会・入出金明細照会

残高照会 入出金明細照会
本サービスに登録している利用口座の残高情報を
照会できます。

本サービスに登録している利用口座の取引明細を
照会できます。

① ①

② ②

③

明細照会メニューを選択し、残高照会をクリック
します。

対象口座を選択し、「照会用暗証番号」を入力して
照会ボタンをクリックします。

照会結果をご確認ください。

※印刷ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示
されます。

明細照会メニューを選択し、入出金明細照会をク
リックします。

対象口座・照会条件を選択し、「照会用暗証番号」
を入力して照会ボタンをクリックします。

※「すべての明細を照会」で照会した場合は照会済になりませ
ん。「未照会の明細を照会」で表示した後に照会済になります。

③ 照会結果をご確認ください。
※印刷ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示
されます。
※ANSER-API形式ボタンをクリックすると、ANSER-APIファ
イル形式（タブ区切りのテキストファイル）のファイルをダ
ウンロードできます。
※CSV形式ボタンをクリックすると、CSV形式で入出金明細
をダウンロードできます。

 ご確認ください

振込振替メニューを選択し、振込先口座の登録・
変更・削除をクリックします。

一括データ伝送メニューを選択し、対象業務
（総合振込等）をクリックします。

振込先口座の登録・変更・削除をクリックします。

（画面は「振込振替」（承認機能を利用している場合）の画面です。）

（画面は総合振込の画面です。）

振込先／請求先口座の管理
本サービスの振込振替（都度指定方式）では、所属
団体・企業のユーザが事前に登録した振込先口座
（利用者登録口座）宛てに振込取引を行います。
また、一括データ伝送の取引（総合振込、給与・賞与
振込、口座振替）においても、振込先口座・請求先口
座を事前に登録しておくことで、振込先口座・請求
先口座を簡単に指定できるようになります。

振込先（請求先）口座の登録

①

①-1

①-2

新規登録ボタンをクリックします。

※削除ボタンをクリックすると、振込先（請求先）削除確認画
面が表示され、振込先情報を削除できます。
※変更ボタンをクリックすると、振込先（請求先）情報変更画
面が表示され、振込先情報を変更できます。
※印刷ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示
されます。
※複数選択削除へボタンをクリックすると、登録振込先（請求
先）一覧が表示され、複数の振込先（請求先）を削除できます。

※口座振替の場合は、請求先口座の登録・変更・削除をクリッ
クします。

（画面は「振込振替」の画面です。）

②

「振込振替」の振込先口座は最大15,000件まで登録でき
ます。
「総合振込」「給与・賞与振込」の振込先口座、および「口座
振替」の請求先口座はそれぞれ50,000件まで登録でき
ます。

●［振込振替］の振込先口座を登録する場合

●�一括データ伝送（総合振込、給与・賞与振込、口座振
替）の振込先口座・請求先口座を登録する場合
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項目名 入力内容

金融機関名

振込先口座の情報を登録します。
※「受取人名」は、姓と名の間に半角ス
ペースを入れます。

支店名

科目、口座番号

受取人名

登録名
＊任意入力

団体・企業のユーザが、振込先を特定す
るための文言（メモ）を登録できます。

振込依頼人名
＊任意入力 振込依頼人名を事前に登録できます。

登録支払金額
＊任意入力 振込金額を事前登録できます。

振込先グループ
＊任意入力

振込先口座を所属させる振込先グルー
プを指定できます。
※グループの説明はP.28参照

＜総合振込＞
項目名 入力内容

EDI情報/
顧客コード
＊任意入力

団体・企業のユーザが、振込先を特定す
るための番号を登録できます。

手数料
＊任意入力

総合振込手数料の負担方法を事前登録
できます。

＜給与・賞与振込＞
項目名 入力内容

社員番号
＊任意入力

振込先の社員番号等を管理したい場合
に入力します。
※給与・賞与振込の取引時に振込先口
座を「金額ファイルで指定」する場合
は、社員番号を事前登録する必要が
あります。

所属コード
＊任意入力

＜口座振替＞
項目名 入力内容

顧客番号
＊任意入力

団体・企業のユーザが、請求先を特定す
るための番号を登録できます。

［［振込振替］振込先情報の入力内容］

作業内容 説明

振込先
ファイル登録

全銀協規定形式、または「振込先
ファイル取得」から取得できる「振
込先ファイル」（CSV 形式）で、振込
先口座を一括登録できます。

振込先
ファイル取得

団体・企業のユーザが本サービスに
登録している振込先口座を「振込先
ファイル」（CSV 形式）で取得でき
ます。

［振込先のファイル登録/取得］
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振込先／
請求先管理

振込先／
請求先管理 振込先／請求先グループの登録振込先／請求先グループの登録振込先／請求先口座の登録

③

④

振込先情報を入力し、「ワンタイムパスワード」を
入力して登録ボタンをクリックします。

登録結果を確認します。振込先を続けて登録する
場合は振込先の追加登録へボタンをクリックす
ると、ワンタイムパスワードの入力を省略して振
込先を登録できます。

（画面は「振込振替」の画面です。）

一括データ伝送の場合
一括データ伝送（総合振込、給与・賞与振込、口座振替）
の場合でも、基本的な入力項目は振込振替と同じで
す。各業務特有の入力内容は以下のとおりです。

振込先グループの登録／変更／削除をクリック
します。

所定のファイルを使用して振込先を一括登録で
きます。
また、登録振込先をファイル形式でダウンロード
できます。

グループを作成する場合は、新規作成ボタンをク
リックします。

作成するグループ名を入力し、登録ボタンをク
リックします。

登録結果を確認し、グループ一覧へボタンをク
リックします。

作成したグループに所属させる振込先口座を登
録する場合は、対象グループを選択してグループ
口座設定ボタンをクリックしてください。振込先
口座をグループに登録できます。

本サービスでは、団体・企業のユーザが登録した振
込先口座・請求先口座をグループ単位で管理でき
ます。
※グループは、振込先口座・請求先口座を検索する時の検索条
件として使用できます。取引日や取引名称等の単位で管理す
ることで便利に利用できます。（例：〇〇取引先）
※グループは、業務（振込振替、総合振込、給与・賞与振込、口座
振替）ごとに最大20件まで作成できます。

振込先（請求先）グループ管理／ファイル登録

振込振替メニューを選択し、グループ管理／ファ
イル登録をクリックします。

①

②

③

④

⑤

⑥

以下は［振込振替］の操作方法です。一括データ伝送の
取引でも、基本的な操作方法は同じです。
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指定方式 概要

都度指定方式 「振込振替」取引の都度、振込先口座を
ブラウザ画面上で指定する方法です。

事前登録方式
団体・企業が、事前届出した振込先口座
に対して当金庫が発行する受取人番号
（数字3桁）を入力して、振込先口座を指
定する方法です。

［振込先口座の指定方法］
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振込振替振込振替 取引の開始取引の開始振込振替の取引（当日振込・承認機能の取扱い）

※当日振込の取扱時間であっても、振込先の都合（振込先金融機関
の取扱時間外や振込先口座の状況等）により当日振込ができな
い場合があります。

振込振替
団体・企業が当金庫に届出した利用口座から、振込
振替の取引ができます。

本サービスの「振込振替」で、当日を振込日として指
定する「当日振込」の取扱時間は、お客様が利用して
いるログイン方法によって異なります。

本サービスの「振込振替」では、「承認機能の利用有
無」を管理者（マスターユーザ）が設定できます。振込
振替の操作方法は、承認機能の利用有無によって異
なります。

振込振替取引の主な流れは以下のとおりです。

本サービスの振込振替は以下のとおり取扱います。

振替：�振込先口座が、契約団体名義の口座で同一支店
内の場合は「振替」として扱います。

振込：�上記以外の場合は「振込」として扱います。

当日振込の取扱時間

振込振替の承認機能

振込振替取引の流れ

「振替」と「振込」の取扱い

「電子証明書方式」でログインしているお客様

振込振替の承認機能とは

承認機能を利用していない場合

承認機能を利用している場合

「ID・パスワード方式」でログインしているお客様

振込振替（都度指定方式）、振込振替（事前登録方式）と
もに以下の時間帯で当日振込をすることができます。

振込先口座 当日振込の取扱時間

当金庫の本支店口座 （全　日）8:00～21:00

他金融機関の口座 （平　日）8:00～21:00
（土日祝）8:30～21:00

本サービスの「振込振替」取引の際に、複数人による取
引確認を行う機能です。
「振込取引を依頼する権限」があるユーザと「振込取引
を承認する権限」があるユーザを分けて権限を付与す
ることで、複数人による取引確認を必須とすることが
できます。承認機能は「団体情報の登録・変更」（P.14）
で設定できます。
※1人のユーザに依頼権限と承認権限の両方を付与すること
もできます。この場合、当該ユーザは1人で振込取引を完結
できます。

ユーザが一人で「振込振替」の取引を完了できます。
１．「振込振替」メニューの「新規取引」を選択します。
２．振込資金の引落口座を指定します。
３．振込先口座を指定します。
４．振込取引を実行します。

依頼権限があるユーザ（依頼者）が作成した「振込振
替」の取引を、承認権限があるユーザ（承認者）が承認
することで取引が完了します。
【依頼者の操作】
１．「振込振替」メニューの「新規取引」を選択します。
２．振込資金の引落口座を指定します。
３．振込先口座を指定します。
４．振込取引の承認を依頼します。
【承認者の操作】
１．「承認」メニューで、振込取引を承認します。

振込振替（都度指定方式）の当日振込はできません。
振込振替（事前登録方式）に限り、以下の時間帯で当日
振込をすることができます。

振込先口座 当日振込の取扱時間

当金庫の本支店口座 （全　日）8:00～21:00

他金融機関の口座 （平　日）8:00～21:00
（土日祝）8:30～21:00

振込振替メニューを選択し、新規取引をクリック
します。

①

②

③

振込資金の引落口座を選択し、次へボタンをク
リックします。

※最近の取引から選択をクリックすると、直近の振込先（最大
50件）から振込先口座を指定できます。
※受取人番号を指定をクリックした場合の操作方法は次ペー
ジの④「事前登録方式の場合」をご参照ください。
※フルタイプの一括データ伝送（総合振込、給与・賞与振込）を
利用している団体・企業の場合は、各業務の登録振込先を参
照して振込先口座を指定できます。

※作成中（差戻・引戻）取引をクリックすると、承認者から差戻
された取引・ユーザが引戻した取引を修正・削除できます。
※保存中の取引をクリックすると、取引途中で一時保存した
振込取引を再開できます。

振込先口座の指定方法を選択します。登録した振
込先口座の一覧から指定する場合は、利用者登録
口座一覧から選択をクリックします。

※保存中の取引をクリックすると、取引途中で一時保存した
振込取引を再開できます。

［振込振替］取引の開始

●振込振替（承認機能なし）の取引画面

●振込振替（承認機能あり）の取引画面

承認機能を利用している場合は、管理者から振込
振替の依頼権限を付与されているユーザ（依頼者）
が操作します。
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振込振替振込振替 取引の実行取引の実行（承認機能を利用していない場合）（承認機能を利用していない場合）取引の開始

登録振込先一覧から振込先口座を選択し、次へボ
タンをクリックします。

※振込先は最大100件まで同時選択できます。振込先を複数選
択した場合は、次画面で「支払金額」を連続で入力できます。
※「登録支払金額を使用する」を選択すると、団体・企業のユー
ザが「振込先口座の登録・変更・削除」（P.26）で登録した支払
金額が次画面で表示されます。

④ 振込指定日を選択し、「支払金額」「振込依頼人名
（任意）」を入力して次へボタンをクリックします。

※振込指定日は5営業日先まで指定できます。
※取引名は、任意入力項目であり、取引状況照会等で表示され
る取引メモです。振込先通帳の摘要に表示される文言では
ありません。
※一時保存ボタンをクリックすると、作成している振込振替
取引を一時保存できます。一時保存した取引は、振込振替メ
ニューの保存中の取引から再開できます。

➡�振込振替の承認機能を利用していない場合は、
次ページへお進みください。

➡�振込振替の承認機能を利用している場合は、
P.33へお進みください。

⑤

振込先口座の登録について

事前登録方式（届出による振込先口座登録）の場合

事前登録方式（届出による振込先口座登録）の場合

振込振替取引を行うには、振込先口座の登録が必要で
す。登録振込先口座に指定する振込先口座がない場合
は「振込先口座の登録・変更・削除」（P.26）から振込先
口座を登録してください。

事前登録方式で振込先口座を指定する場合は、当金庫
が通知した「受取人番号」（数字3桁）を入力し、次へボ
タンをクリックします。

事前登録方式で振込先口座を指定した場合、本画面で
は「前回取引時の振込先情報」が表示されます。
団体・企業が当金庫に届出している「最新の振込先情
報」は、「振込振替の実行」（P.32⑧）または「振込振替の
承認」（P.34③）の画面で表示されます。

取引内容を確認し、次へボタンをクリックします。

「振込振替暗証番号」を入力し、次へボタンをク
リックします。

承認機能を利用していない場合
⑥

⑦

振込先口座の確認機能について

振込振替のお取引時には振込先口座を確認します。
振込先口座の有無・受取人名の確認結果が以下のとおり
画面に表示されます。
●指定した振込先口座が存在しない場合
口座誤り画面が表示されます。振込先を再度ご確認の
うえ、再度お取引ください。

●指定した振込先口座は存在するが、受取人名が相違し
ている場合
実行確認画面が表示されます。振込先口座の受取人名
を変更した旨のメッセージが表示されますので、受取
人名を十分に確認のうえ、振込を行ってください。

※振込先口座の確認を行えない時間帯の場合は、振込先の口座
確認を行えないメッセージが表示されます。振込先口座を十
分にご確認のうえお取引ください。
※一部口座確認を行えない金融機関がありますので、ご注意く
ださい。

「ワンタイムパスワード」「承認暗証番号」「確認暗
証番号」を入力し、実行ボタンをクリックします。

※複数の振込先口座を選択している場合は、「次の取引から承
認暗証番号（確認暗証番号）を省略する」にチェックすると、
「承認暗証番号（確認暗証番号）」の入力が省略できます。

振込振替の取引が完了しました。

➡�振込振替の取引状況を確認する場合は、「取引
状況の照会/取消」（P.36参照）で確認できます。

⑧

⑨
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振込振替 取引の承認依頼・取引の承認（承認機能を利用している場合）

承認者を選択し、確定ボタンをクリックします。

※「コメント」は、振込取引を承認する承認者へのメッセージ
です。入力を省略することもできます。振込先通帳の摘要に
表示される文言ではありません。

振込取引の承認依頼が完了しました。

⑥

⑦

（注1）「承認者」の選択について

本操作で「承認者」として指定されたユーザ以外は、当該
振込データの承認は行えませんのでご注意ください。

承認機能を利用している場合

※承認時限を過ぎると取引を承認できなくなりますので、承
認時限までに承認を完了してください。
※複数の取引を選択すると、連続して承認をすることができ
ます。

承認メニューを選択し、承認待ち取引（振込振替）
から承認する取引を選択して承認ボタンをク
リックします。

ボタン 説明

差戻し
選択した取引を依頼者に差戻します。
※依頼者は、「振込振替」メニューの「作成中
（差戻・引戻）取引」から差戻された取引を
修正し、再度承認を依頼できます。

削除
選択した取引を削除（破棄）します。
※削除された振込取引は「取引状況の照会」
（P.36）で確認できます。

［振込振替］取引の承認
承認権限を持つユーザ（承認者）は、依頼者が作成
した振込振替の取引を承認します。

①

振込振替の承認時限
振込振替の承認機能を利用している場合、振込振替の
取引は承認者が承認することで＜ろうきん＞に送信
（実行）されます。
⑥の操作で指定された承認者は、当日振込の場合は当
日中に、振込予約の場合は前日までに振込取引を承認
する必要があります。

承認機能を利用している場合
「振込振替暗証番号」を入力し、次へボタンをク
リックします。

取引内容を確認し、「ワンタイムパスワード」「承
認暗証番号」「確認暗証番号」を入力して、承認実
行ボタンをクリックします。

②

③

振込先口座の確認機能について

振込振替のお取引時には振込先口座を確認します。
振込先口座の有無・受取人名の確認結果が以下のとおり
画面に表示されます。
●指定した振込先口座が存在しない場合
口座誤り画面が表示されます。振込先を再度ご確認の
うえ、再度お取引ください。

●�指定した振込先口座は存在するが、受取人名が相違し
ている場合
実行確認画面が表示されます。振込先口座の受取人名を
変更した旨のメッセージが表示されますので、受取人名
を十分に確認のうえ、振込取引を承認してください。

※振込先口座の確認を行えない時間帯の場合は、振込先の口座
確認を行えないメッセージが表示されます。振込先口座を十
分にご確認のうえお取引ください。
※一部口座確認を行えない金融機関がありますので、ご注意く
ださい。

※振込先口座に登録ボタンをクリックすると、取引内容を振
込先に登録できます。
※印刷ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示
されます。
※振込振替取引完了（承認完了）後、＜ろうきん＞より振込振
替の「受付番号」を記入した電子メールをお送りします。

承認結果をご確認ください。④

 ご確認ください

●正常に承認受付が完了した場合でも、「取引状況の照
会」（P.36）で処理結果を確認してください。

●お客様操作画面に表示される「承認期限」までに承認
を完了してください。

（注1）
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振込振替振込振替 取引状況の照会・取消取引状況の照会・取消承認待ち取引の照会・引戻し

承認待ち取引の照会
承認が完了していない取引を照会できます。

未承認の振込振替データの引戻し／差戻し

振込取引が未承認の場合、当該取引は＜ろうきん＞に送
信（実行）されていません。
承認依頼中の振込取引を修正する場合は、以下のいずれ
かの方法で該当取引を依頼者に引戻し/差戻しする必要
があります。
●承認者が「承認」メニューから差戻しする（P.33参照）
●依頼者が「振込振替」メニューから引戻しする（右記参照）

照会結果をご確認ください。

対象取引を選択し、照会ボタンをクリックします。

振込振替メニューを選択し、承認待ちの取引をク
リックします。

振込振替メニューを選択し、承認待ち取引の引戻
しをクリックします。

※承認期限日から70日間照会できます。

取引状態の内容について
　修正待ち：「引戻済み」「差戻済み」の取引
　承認待ち：作成者が承認を依頼した取引
　削除済み：作成者または承認者が削除した取引

②

①

①

③

承認待ち取引の引戻し
依頼者は、承認が完了していない取引を承認依頼
前の状態に引戻すことができます。
引戻した振込取引は「振込振替」メニューの「作成
中（差戻・引戻）取引」から修正・削除できます。

② 対象取引を選択し、引戻しボタンをクリックし
ます。

引戻しする取引内容を確認し、実行ボタンをク
リックします。

引戻し結果をご確認ください。

③

④

承認機能を利用している場合

振込振替メニューを選択し、取引状況の照会・取
消をクリックします。

［振込振替］取引状況の照会／取消
振込振替の取引状況を照会できます。
また、振込予約の取消（振込指定日の前日まで）を
行うことができます。

①

対象取引を選択し、「照会」を選択して「振込振替
暗証番号」を入力のうえ、次へボタンをクリック
します。

対象取引を選択し、「取消」を選択して「振込振替
暗証番号」を入力のうえ、次へボタンをクリック
します。

照会結果をご確認ください。

取消結果をご確認ください。
※31日間（照会当日を含む）の依頼内容を照会できます。

取引状態の内容について
受付済み：振込振替受付済みの取引
取消済み：「取消済み」「欠番」となった取引
エ ラ ー：「要確認」「処理不能」「残高不足」「マル優オーバ」

「処理未確認」の取引

②

②

③

④

③ 取消内容を確認し、「承認暗証番号」を入力して、
実行ボタンをクリックします。

 ご確認ください

振込指定日が当日のお取引に対する取消はできません。

（画面は承認機能なしの画面です。）

（画面は承認機能なしの画面です。）

（画面は承認機能なしの画面です。）

（画面は承認機能なしの画面です。）

●取引状況を照会する場合

●取引を取消する場合
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税金・各種料金の払込み税金・各種料金の
払込み

税金・各種料金の払込みメニューを選択し、税金・
各種料金の払込み（ペイジー）をクリックします。

引落口座を選択し、次へボタンをクリックします。

税金・各種料金の払込み
利用口座から、Pay-easy（ペイジー）マークが表示
された税金・公共料金等の払込みを行うことがで
きます。

 ご確認ください

●各収納機関から送付された右記の「ペ
イジーマーク」のある請求書（払込書）
をお手元にご用意のうえ、手続きをし
てください。

●請求書（払込書）の記載内容等でご不明な点について
は、各収納機関へお問い合わせください。

●領収書等は発行されませんのでご了承ください。

①

③

④

②

請求書（払込書）に記載されている「収納機関番
号」を入力し、次へボタンをクリックします。

「お客様番号」を入力し、指定方法選択から「確認
番号」または「払込情報表示パスワード」を選択
し、次へボタンをクリックします。

※④以降は、収納機関によって画面に表示される内容が一部
異なります。

※収納機関によっては、「納付区分」が表示されない場合があ
ります。
※「指定方法選択」は収納機関がパスワード方式を採用して
いる場合のみ、表示されます。

 ご確認ください

払込情報の確定を行う方式は、「確認番号方式」と「払込み
情報表示パスワード方式」があります。

●確認番号方式
請求書（払込書）に記載された「納付番号」によりお客
様を確認し、払込情報を確定する方式です。
「確認番号」を選択のうえ、お手元の請求書（払込書）に
記載されている「納付番号」を入力してください。

●払込情報表示パスワード方式
収納機関から発行された「パスワード」の入力により
お客様を確認し、払込情報を確定する方式です。
「払込情報表示パスワード方式」を選択のうえ、収納機
関から発行されたパスワードを入力してください。

税金・各種料金の払込みメニューを選択し、払込
みデータの状況照会をクリックします。

①

税金・各種料金の払込み状況照会
本サービスで取引した「税金・各種料金の払込み」
（ペイジー）の取引状況を確認できます。
※過去90日間の取引状況を確認できます。

③

⑥

⑦

②

払込書情報から払込書を選択し、次へボタンをク
リックします。

払込内容を確認し、「確認用パスワード」「ワンタ
イムパスワード」を入力して、実行ボタンをク
リックします。

※印刷ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示
されます。

※金額未記載の払込書の場合は、「払込金額」入力欄が表示され
ますので、払込金額を入力し、次へボタンをクリックします。

払込結果をご確認ください。

⑤

対象取引を選択し、照会ボタンをクリックします。

※印刷ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示
されます。

照会結果をご確認ください。
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［一括データ伝送の取引］

［一括データ伝送の承認時限］

取引メニュー 参照
ページ

取引の開始
（画面入力）

振込データの新規作成（注1） P41

作成中の振込データの
修正・削除（注2） −

過去の振込データからの作成 P45

取引の開始
（ファイル受付）

振込ファイルによる新規作成 P46

作成中の振込ファイルの
修正・削除（注2） −

取引状況の照会
取引状況の照会 P58

取引状況の照会（日別・月別） P59

振込データの
引戻し・取消

振込データの引戻し P55

振込データの承認取消 P57

振込先口座の
管理

振込先口座の登録・変更・削除 P26

グループ管理／ファイル登録 P28

［各取引ボタンの参照ページ］

（注1）給与・賞与振込の場合は、「給与振込データの新規作成」
「賞与振込データの新規作成」が表示されます。

（注2）作成中の振込データ／振込ファイルは、業務を切替して
振込取引を行うことができます。（下記参照）
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一括
データ伝送

一括
データ伝送 総合振込・給与（賞与）振込一括データ伝送の取引（業務概要・取引の承認期限）

① �「一括データ伝送」メニューから対象業務を選択　
（総合振込、給与・賞与振込・口座振替）

① 「承認」メニューを選択

② 振込（請求）データ作成

② 承認する取引を選択

◎振込（請求）データの作成（依頼者の操作）◎

◎振込（請求）データの承認（承認者の操作）◎

③ 承認の実行（振込データの送信）

④ 承認完了

③ 振込（請求）データの承認依頼

一括データ伝送
フルタイプを契約している団体・企業は、総合振
込、給与・賞与振込の振込データおよび口座振替
の請求データを一括して作成し、＜ろうきん＞に
データを送信する「一括データ伝送」を行うことが
できます。

業務名 説明

総合振込 複数または大量の振込をまとめて処理でき
ます。

給与・賞与振込 団体・企業の役員・従業員に給与・賞与を振
込できます。

口座振替 料金等の集金代行（収納代行）を当金庫に依
頼する口座振替ができます。

業務名 説明

総合振込 振込指定日の1営業日前の17：00まで

給与・賞与振込 振込指定日の3営業日前の17：00まで

口座振替 振替指定日の2営業日前の17：00まで

本サービスの「一括データ伝送」の業務には「総合振
込」「給与・賞与振込」「口座振替」があります。
フルタイプを契約している団体・企業は、一括データ
伝送の業務のうち、当金庫に届出している取引を利
用できます。

一括データ伝送の取引は、承認者が取引を承認する
ことで＜ろうきん＞に送信（実行）されます。
承認者は、承認時限までに一括データ伝送の取引を
承認してください。

一括データ伝送は、依頼権限があるユーザ（依頼者）
が作成した「一括データ伝送」の取引を、承認権限が
あるユーザ（承認者）が承認することで取引が完了し
ます。

本サービスの「一括データ伝送」は承認機能を利用し
ます。
マスターユーザは「利用者情報の管理」で、各ユーザ
の依頼権限（依頼者権限）と承認権限（承認者権限）を
設定してください。（P.18）

一括データ伝送の業務

一括データ伝送の承認期限

一括データ伝送の流れ

一括データ伝送の承認機能

一括データ伝送の承認機能とは
本サービスの「一括データ伝送」の取引の際に、複数人
による取引確認を行う機能です。
「取引を依頼する権限」があるユーザと「取引を承認す
る権限」があるユーザを分けて権限を付与することで、
複数人による取引確認を必須とすることができます。
※1人のユーザに依頼権限と承認権限の両方を付与すること
もできます。この場合、当該ユーザは1人で一括データ伝送
の取引を完結できます。

一括データ伝送メニューを選択し、総合振込をク
リックします。

作業内容選択画面が表示されます。

※給与・賞与振込の場合は、「給与振込データの新規作成」「賞
与振込データの新規作成」が表示されます。

総合振込・給与（賞与）振込
団体・企業が当金庫に届出している「総合振込」「給
与・賞与振込」の利用口座から、「総合振込」「給与・
賞与振込」の取引ができます。

①

②

以下は［総合振込］の画面です。［給与・賞与振込］の取
引画面も、基本的な表示内容は同じです。

振込データの承認時限に間に合わなかった場合の
便利機能（振込データの切替機能）
［総合振込］または［給与・賞与振込］の取引を承認時限
までに承認できなかった場合は、「作成中の振込デー
タの修正・削除」または「作成中の振込ファイルの修
正・削除」で別業務に切替して取引をすることができ
ます。
●�[総合振込]の振込データは、[振込振替]に切替えて
取引をすることができます。この場合、[振込振替]の
振込手数料がかかりますので、ご注意ください。

●�[給与・賞与振込]の振込データは、[総合振込]に切替
えて取引をすることができます。この場合、[総合振
込]の手数料がかかりますので、ご注意ください。

総合振込の作業内容選択画面
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指定方法 参照

登録振込先口座
から選択

総合振込先口座一覧から選択
P42総合振込先グループ一覧から

選択

振込先口座を
新規指定 振込先口座を新規指定

P43
金額ファイルで
指定

〔総合振込〕金額ファイルで
指定

総合振込以外の
登録振込先口座
から選択（注）

振込振替先口座一覧から選択 −

給与・賞与振込先口座一覧から
選択 −

〔給与・賞与振込〕金額ファイル
で指定 −

［振込先口座の指定方法］

41 42

一括
データ伝送 総合振込・給与（賞与）振込

「振込指定日」「委託者名」を入力し、引落口座を選
択して次へボタンをクリックします。

※給与・賞与振込の場合は、「給与振込データの新規作成」また
は「賞与振込データの新規作成」をクリックします。

（注）�給与・賞与振込の場合は、他業務の登録振込先口座を参照
して振込先口座を指定することはできません。

取引の開始（画面入力）
依頼者は、本サービス画面の入力で振込データを
作成し、承認者に承認を依頼できます。
1回の振込データとして送信できる振込明細数
は、5,000件までです。

②

一括データ伝送メニューの総合振込を選択し、振
込データの新規作成をクリックします。

①

以下は［総合振込］の操作です。［給与・賞与振込］の取
引画面も、基本的な表示内容は同じです。

振込先口座の指定方法を選択します。③

振込データの新規作成

委託者名の入力について（総合振込）

委託者名の入力について（給与・賞与振込）

「委託者名」には、団体・企業が当金庫に届出している
契約団体名がカナで初期表示されます。
総合振込の場合は、本画面の委託者名が振込依頼人名
になり、振込先口座の通帳の摘要に表示されますの
で、必要に応じて委託者名を変更してください。
※振込先口座が＜ろうきん＞の場合、通帳に印字される振込
依頼人名は14文字までです。

給与・賞与振込の場合は、振込先口座の通帳の摘要に
は原則として「給与」または「キュウヨ」、「賞与」または
「シヨウヨ」が表示されます。
※振込先が他金融機関の場合は、振込先金融機関の通帳印字
の仕様により異なります。

④-1 ユーザが登録した振込先口座から振込先口座
を指定します。登録振込先一覧から振込先口座
を選択し、次へボタンをクリックします。

※「登録支払金額を使用する」を選択すると、ユーザが「振込先
口座の登録・変更・削除」（P.26）で登録した支払画面を次画
面で表示します。

ユーザが作成した振込先グループから、振込先
口座を指定します。振込先グループ一覧から振
込先グループを選択し、次へボタンをクリック
します。

④-2

④ 振込先口座を指定します。

で振込先口座を指定する場合 で振込先口座を指定する場合

振込先グループの選択について
本画面で表示される振込先グループは、「グループ管
理/ファイル登録」（P.28）でユーザが作成した振込先
グループです。
振込先グループを選択すると、当該グループに所属し
ている全ての振込先口座が次画面で表示されます。
※グループ所属口座のすべてが振込対象ではない場合は、次
画面で振込対象口座を削除・修正できます。
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※振込先口座が個人口座の場合、「受取人名」には姓と名の間
に「半角スペース」を入れてください。
※登録名はユーザが振込先を特定するために登録する文言
（メモ）です。振込先に通知する振込名義人ではありません
のでご注意ください。
※振込先情報の説明はP.27をご参照ください。
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一括
データ伝送 総合振込・給与（賞与）振込

振込先登録について

コード情報（顧客コード/社員番号）の事前登録

振込先登録の「振込先に登録する」を選択すると、本画
面で入力した振込先口座を［総合振込］または［給与・
賞与振込］の登録振込先口座として登録できます。
この場合、登録振込先口座の登録支払金額には、本画
面で入力した支払金額が登録されます。

金額ファイルで指定するコード情報（総合振込は顧客
コード、給与・賞与振込は社員番号）が、登録振込先口
座のコード情報と一致しないと振込データは作成さ
れません。
「振込先口座の登録・変更・削除」（P.26）でコード情報
を事前登録してからお取引ください。

新規に振込先口座を指定します。振込先口座の
振込先情報を入力して次へボタンをクリック
します。

団体・企業が作成した金額ファイル（CSVファ
イル）をアップロードして、振込先口座・支払金
額を指定できます。
※金額ファイルのフォーマットはP.69をご参照ください。

④-3 ④-4

④ 振込先口座を指定します。

で振込先口座を指定する場合 で振込先口座を指定する場合

ファイルを選択ボタンから金額ファイルを
アップロードし、ファイル形式・登録方法を
選択して次へボタンをクリックします。

A

金額ファイルの「コード情報」に一致した登録
振込先口座の振込先情報が表示されます。内
容を確認して次へボタンをクリックします。

B

「支払金額」を入力し、手数料負担方法を選択して
次へボタンをクリックします。

※一時保存ボタンをクリックすると、作成中の振込データを
一時保存できます。一時保存した振込データは「作成中の振
込データの修正・削除」から取引を再開できます。

※「コメント」は、振込データを承認する承認者へのメッセー
ジです。入力を省略することもできます。
　振込先通帳の摘要に表示される文言ではありません。

⑤ 取引内容を確認し、振込データを承認する「承認
者」を選択して確定ボタンをクリックします。

⑥

⑦ 確定結果をご確認ください。

支払金額の入力について

手数料の入力について

総合振込、給与・賞与振込の承認

支払金額を入力しなかった場合、または支払金額に
「０円」を入力した場合は、次画面で当該振込先に対す
る振込データは削除されます。

総合振込は手数料の負担方法を指定できます。
●�支払金額を振込金額とする場合は「当方負担」を選
択してください。

●�支払金額から「団体・企業の管理者（マスターユーザ）
が設定した先方負担手数料」を差し引いた金額を振
込する場合は「先方負担（登録済み金額）」を選択し
てください。

●�支払金額から「ユーザ指定の金額」を差し引いた金
額を振込する場合は「先方負担（指定金額）」を選択し
て、支払金額から差し引く金額を入力してください。

総合振込、給与・賞与振込の取引は承認者が承認する
ことで＜ろうきん＞に送信（実行）されます。
⑥の操作で指定された承認者は、承認期限（P.39参照）
までに振込データを承認する必要があります。操作方法
は「取引の承認」（P.56）をご参照ください。
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一括
データ伝送 総合振込・給与（賞与）振込

一括データ伝送メニューの総合振込を選択し、過
去の振込データからの作成をクリックします。

再利用する過去の取引を選択し、再利用ボタンを
クリックします。

過去の取引を再利用して振込データを作成し、振
込取引を行うことができます。

①

②

総合振込、給与・賞与振込の承認
総合振込、給与・賞与振込の取引は承認者が承認するこ
とで＜ろうきん＞に送信（実行）されます。
③の操作で指定された承認者は、承認期限（P.39参照）
までに振込データを承認する必要があります。操作方法
は「取引の承認」（P.56）をご参照ください。

④ 確定結果をご確認ください。

③ 取引内容を確認し、振込データを承認する「承認
者」を選択して確定ボタンをクリックします。

※「コメント」は、振込データを承認する承認者へのメッセー
ジです。入力を省略することもできます。
　振込先通帳の摘要に表示される文言ではありません。

過去の振込データからの作成

一括データ伝送メニューの総合振込を選択し、振
込ファイルによる新規作成をクリックします。

ファイルを選択ボタンをクリックし、ファイルを
指定して、ファイル形式を選択のうえ、ファイル
受付ボタンをクリックします。

取引の開始（ファイル受付）
団体・企業が利用している会計ソフト・給与計算ソ
フト等が、「全国銀行協会の規定形式に沿ったファ
イル」または本サービス所定のCSVファイル形
式を出力できる場合、そのファイルをアップロー
ドすることで［総合振込］［給与・賞与振込］の振込
データを作成できます。
振込ファイルによる1回あたりの送信件数は、
各業務（総合振込・給与振込・賞与振込）ごとに
50,000件までです。

振込ファイルによる振込データの作成
①

②

※取引名は、＜ろうきん＞へ送信された取引データの内容を
後日確認される際に、ファイルを特定するメモです。
　振込先通帳の摘要に表示される文言ではありません。

※「コメント」は、振込データを承認する承認者へのメッセー
ジです。入力を省略することもできます。
　振込先通帳の摘要に表示される文言ではありません。

振込ファイルの取込結果が表示されます。振込
データを承認する「承認者」を選択し、「ワンタイ
ムパスワード」を入力して確定ボタンをクリック
します。

確定結果をご確認ください。

③

④

以下は［総合振込］の操作です。［給与・賞与振込］の取
引画面も、基本的な表示内容は同じです。

➡ファイルのフォーマットはP.68をご参照ください。

総合振込、給与・賞与振込の承認
総合振込、給与・賞与振込の取引は承認者が承認するこ
とで＜ろうきん＞に送信（実行）されます。
③の操作で指定された承認者は、承認期限（P.39参照）
までに振込データを承認する必要があります。操作方法
は「取引の承認」（P.56）をご参照ください。
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取引メニュー 参照
ページ

取引の開始
（画面入力）

請求データの新規作成 P48

作成中の請求データの
修正・削除 −

過去の請求データからの作成 P52

取引の開始
（ファイル受付）

請求ファイルによる新規作成 P53

作成中の請求ファイルの
修正・削除 −

取引状況の照会
取引状況の照会 P58

取引状況の照会（日別・月別） P59

請求データの
引戻し・取消

請求データの引戻し P55

請求データの承認取消 P57

請求先口座の
管理

請求先口座の登録・変更・削除 P26

グループ管理／ファイル登録 P28

振替結果の照会 口座振替結果照会 P54

［各取引ボタンの参照ページ］

指定方法 参照

登録請求先口座
から選択

請求先口座一覧から選択
P49口座振替請求先グループ一覧

から選択

請求先口座を
新規指定 請求先口座を新規指定

P50
金額ファイルで
指定

〔口座振替〕金額ファイルで
指定

［請求先口座の指定方法］

47 48

一括
データ伝送 口座振替

作業内容選択画面が表示されます。

※団体・企業が当金庫に届出している口座振替日に応じて「口
座振替（振替日：任意選択）」または「口座振替（振替日：特定
日（5,10,15日）選択）」が表示されます。

一括データ伝送メニューを選択し、口座振替をク
リックします。

口座振替
料金等の集金代行（収納代行）を当金庫に依頼する
「口座振替」の取引ができます。
集金代行（収納代行）した料金等の入金先口座は、
団体・企業が当金庫に届出している「口座振替」の
利用口座になります。

口座振替の作業内容選択画面
①

②

一括データ伝送メニューの口座振替を選択し、請
求データの新規作成をクリックします。

「引落指定日」を入力し、「入金先口座」「委託者コー
ド」を選択して次へボタンをクリックします。

（画面は口座振替（振替日：特定日（5,10,15日）選択）の画面です。）

取引の開始（画面入力）
依頼者は、本サービス画面の入力で請求データを
作成し、承認者に承認を依頼できます。
1回の請求データとして送信できる請求明細数
は、最大5,000件までです。

①

②

③

※取引名は、任意入力項目であり、取引状況照会等で表示され
るメモです。
　請求先通帳の摘要に表示される文言ではありません。

請求先口座の指定方法を選択します。

請求データの新規作成
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※請求先口座が個人口座の場合、「預金者名」には姓と名の間
に「半角スペース」を入れてください。
※登録名はユーザが請求先を特定するために登録する文言
（メモ）です。請求先通帳の摘要に表示される文言ではあり
ませんのでご注意ください。
※請求先情報の説明はP.27をご参照ください。
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一括
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ユーザが登録した請求先口座から請求先口座
を指定します。登録請求先一覧から請求先口座
を選択し、次へボタンをクリックします。

※「登録引落金額を使用する」を選択すると、ユーザが「請求先
口座の登録・変更・削除」（P.26）で登録した引落画面を次画
面で表示します。

④-1 ④-2 ユーザが作成した請求先グループから、請求先
口座を指定します。請求先グループ一覧から請
求先グループを選択し、次へボタンをクリック
します。

④ 請求先口座を指定します。

で請求先口座を指定する場合 で請求先口座を指定する場合

請求先グループの選択について
本画面で表示される請求先グループは、「グループ管
理/ファイル登録」（P.28）でユーザが作成した請求先
グループです。
請求先グループを選択すると、当該グループに所属し
ている全ての請求先口座が次画面で表示されます。
※グループ所属口座のすべてが請求対象ではない場合は、次
画面で請求対象口座を削除・修正できます。

新規に請求先口座を指定します。請求先口座の
請求先情報を入力して次へボタンをクリック
します。

④-3 ④-4

金額ファイルの「顧客番号」に一致した登録
請求先口座の請求先情報が表示されます。内
容を確認して次へボタンをクリックします。

ファイルを選択ボタンから金額ファイルを
アップロードし、ファイル形式・登録方法を
選択して次へボタンをクリックします。

A

B

団体・企業が作成した金額ファイル（CSVファ
イル）をアップロードして、請求先口座・引落金
額を指定できます。
※金額ファイルのフォーマットはP.69をご参照ください。

④ 請求先口座を指定します。

で請求先口座を指定する場合 で請求先口座を指定する場合

請求先登録について
請求先登録の「請求先に登録する」を選択すると、本画
面で入力した請求先口座を［口座振替］の請求先口座
として登録できます。
この場合、登録請求先口座の登録引落金額には、本画
面で入力した引落金額が登録されます。

コード情報（顧客番号）の事前登録
金額ファイルで指定する顧客番号が、登録請求先口座
の顧客番号と一致しないと請求データは作成されま
せん。
「請求先口座の登録・変更・削除」（P.26）で顧客番号を
事前登録してからお取引ください。
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一括
データ伝送 口座振替

「引落金額」を入力し、次へボタンをクリックし
ます。

※一時保存ボタンをクリックすると、作成中の請求データを
一時保存できます。一時保存した請求データは「作成中の請
求データの修正・削除」から取引を再開できます。

⑤

⑥ 取引内容を確認し、請求データを承認する「承認
者」を選択して確定ボタンをクリックします。

※「コメント」は、請求データを承認する承認者へのメッセー
ジです。入力を省略することもできます。
　請求先通帳の摘要に表示される文言ではありません。

引落金額の入力について

口座振替の承認

引落金額を入力しなかった場合、または引落金額に
「０円」を入力した場合は、次画面で当該請求先に対す
る請求データは削除されます。

口座振替の取引は承認者が承認することで＜ろうき
ん＞に送信（実行）されます。
⑥の操作で指定された承認者は、承認期限（P.39参
照）までに請求データを承認する必要があります。操
作方法は「取引の承認」（P.56）をご参照ください。

⑦ 確定結果をご確認ください。

一括データ伝送メニューの口座振替を選択し、過
去の請求データからの作成をクリックします。

再利用する過去の取引を選択し、再利用ボタンを
クリックします。

過去の取引を再利用して請求データを作成し、口
座振替を行うことができます。

①

②

取引内容を確認し、請求データを承認する「承認
者」を選択して確定ボタンをクリックします。

※「コメント」は、請求データを承認する承認者へのメッセー
ジです。入力を省略することもできます。
　請求先通帳の摘要に表示される文言ではありません。

確定結果をご確認ください。

③

④

口座振替の承認
口座振替の取引は承認者が承認することで＜ろうき
ん＞に送信（実行）されます。
③の操作で指定された承認者は、承認期限（P.39参
照）までに請求データを承認する必要があります。操
作方法は「取引の承認」（P.56）をご参照ください。

過去の請求データからの作成
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一括
データ伝送 口座振替

口座振替の承認
口座振替の取引は承認者が承認することで＜ろうき
ん＞に送信（実行）されます。
③の操作で指定された承認者は、承認期限（P.39参
照）までに請求データを承認する必要があります。操
作方法は「取引の承認」（P.56）をご参照ください。

一括データ伝送メニューの口座振替を選択し、請
求ファイルによる新規作成をクリックします。

ファイルを選択ボタンをクリックし、ファイルを
指定してファイル形式を選択のうえ、ファイル受
付ボタンをクリックします。

請求ファイルの取込結果が表示されます。請求
データを承認する「承認者」を選択し、「ワンタイ
ムパスワード」を入力して確定ボタンをクリック
します。

確定結果をご確認ください。

➡ファイルのフォーマットはP.69をご参照ください。

団体・企業が利用している会計ソフト等が「全国銀
行協会の規定形式に沿ったファイル」または本サー
ビス所定のCSVファイル形式を出力できる場合、そ
のファイルをアップロードすることで［口座振替］
の請求データを作成できます。
請求ファイルによる1回あたりの送信件数は、
50,000件までです。

請求ファイルによる請求データの作成
①

②

※「コメント」は、請求データを承認する承認者へのメッセー
ジです。入力を省略することもできます。
　請求先通帳の摘要に表示される文言ではありません。

③

④

取引の開始（ファイル受付）

※取引名は、＜ろうきん＞へ送信された取引データの内容を
後日確認される際に、ファイルを特定するメモです。
　請求先通帳の摘要に表示される文言ではありません。

口座振替の振替結果照会
口座振替の振替結果（請求結果）を照会できます。
※口座振替日の２営業日後から照会できます。
※口座振替日から120日間照会することができます。

一括データ伝送メニューを選択し、口座振替をク
リックします。

口座振替結果照会ボタンをクリックします。

口座振替の振替結果を照会する場合は、対象取
引を選択して照会ボタンをクリックします。

口座振替の振替結果をファイル形式でダウン
ロードする場合は、対象取引を選択してファイ
ル取得へボタンをクリックします。

取得ファイル情報を指定し、ファイル取得ボタ
ンをクリックします。

振替結果をご確認ください。
※印刷ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示
されます。

①

②

③-1

③-1

③-2

③-2

●振替結果を照会する場合

●振替結果をファイル形式でダウンロードする場合

口座振替の振替結果が不能になった場合
口座振替の振替結果が、請求先口座の預金残高不足等
の理由により不能になった場合、自動で再引落などは
行われませんのでご注意ください。
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一括
データ伝送

一括
データ伝送 取引の承認取引の承認（承認者の操作）（承認者の操作）承認待ち取引の引戻し（依頼者の操作）

引戻しする取引内容を確認し、実行ボタンをク
リックします。

引戻し結果をご確認ください。

※印刷ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示
されます。

④

⑤

引戻した取引の修正・削除について

引戻しをした取引は、②の画面の「作成中の振込データ
（注）の修正・削除」または「作成中の振込ファイル（注）の
修正・削除」から修正・削除できます。
修正した取引を＜ろうきん＞に送信する場合は、取引の
承認を再度依頼してください。
（注）�対象業務が口座振替の場合は、請求データ、請求ファイル

となります。

承認待ち取引の引戻し
依頼者は、承認が完了していない取引を、承認依頼
前の状態に引戻すことができます。
依頼者は引戻した取引を修正し、再度承認を依頼
できます。
※承認済みの取引は引戻しできませんのでご注意ください。

①

②

③

一括データ伝送メニューを選択し、対象業務（総
合振込等）をクリックします。

振込データの引戻しをクリックします。

※口座振替の場合は「請求データの引戻し」をクリックします。

引戻し可能取引一覧から引戻しする取引を選択
し、引戻しボタンをクリックします。

（画面は総合振込の画面です。）

※複数の取引を選択すると、連続して承認をすることができ
ます。

承認メニューを選択し、承認待ち取引（一括デー
タ伝送）から対象の取引をチェックして承認ボタ
ンをクリックします。

ボタン 説明

差戻し
選択した取引を依頼者に差戻します。
※依頼者は差戻しされた取引を修正し、再
度承認を依頼できます。

削除
選択した取引を削除（破棄）します。
※削除された取引は「取引状況の照会」
（P.58）で確認できます。

取引の承認
一括データ伝送の取引（総合振込、給与・賞与振込、
口座振替）は、依頼者が承認依頼した取引を承認権
限を持つユーザ（承認者）が承認することで＜ろう
きん＞に送信（実行）されます。
承認者は、承認時限までに一括データ伝送の取引
を承認してください。
※承認時限はP.39をご参照ください。

①

※印刷ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示
されます。
※承認完了後、＜ろうきん＞より電子メールをお送りします
ので、取引状況の照会（P.58）で内容をご確認ください。

承認結果をご確認ください。

取引内容を確認し、「確認用パスワード」および
「ワンタイムパスワード」を入力して承認実行ボ
タンをクリックします。

②

③

 ご確認ください

●正常に承認受付が完了した場合でも、各業務の「取引
状況の照会」（P.58）で取引結果を確認してください。

●お客様操作画面に表示される「承認期限」までに承認
を完了してください。
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一括
データ伝送 取引状況の照会取引状況の照会承認済み取引の取消(承認者の操作)

承認済み取引の取消
承認が完了した一括データ伝送の取引は、承認取
消可能時限までであれば、承認者の操作で取消す
ることができます。
承認取消をした取引は“差戻し”扱いになります
ので、依頼者は取引を修正し、再度承認を依頼で
きます。
※承認取消可能時限は、本サービスのホームページをご確認く
ださい。

①

②

③

 ご確認ください

取消時限を過ぎた等の理由により、承認取消ができない
取引は、本画面には表示されません。
取消対象の取引が表示されない場合は、該当取引の「取
引状況の照会」（P.58）をご確認ください。

一括データ伝送メニューを選択し、対象業務（総
合振込等）をクリックします。

振込データの承認取消をクリックします。

承認取消可能取引一覧から承認を取消する取引
を選択し、承認取消ボタンをクリックします。

（画面は総合振込の画面です。）

承認を取消する取引内容を確認し、「確認用パス
ワード」を入力して実行ボタンをクリックします。

取消結果をご確認ください。

※印刷ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示
されます。

④

⑤

承認取消した取引の修正・削除について

承認取消をした取引は、依頼者（データ作成者）に差戻し
されます。
依頼者は、②の画面の「作成中の振込データ（注）の修正・
削除」または「作成中の振込ファイル（注）の修正・削除」
から、差戻しされた取引を修正・削除できます。修正した
取引を＜ろうきん＞に送信する場合は、取引を再度承認
してください。
（注）�対象業務が口座振替の場合は、請求データ、請求ファイル

になります。

※口座振替の場合は「請求データの承認取消」をクリックします。

取引一覧から照会する取引を選択し、照会ボタン
をクリックします。

※履歴照会ボタンをクリックすると、取引履歴（承認履歴）を
照会できます。

※印刷ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示
されます。

照会結果をご確認ください。

取引状態の内容について
　修 正 中：「保存中」「引戻済み」「差戻済み」「エラー」「承認

取消済み」のデータ
　承認待ち：作成者が承認を依頼したデータ
　承認済み：承認者が承認したデータ
　切替済み：給与・賞与振込から総合振込へ、総合振込から振

込振替へ切替したデータ　
　削除済み：作成者または承認者が削除したデータ

③

④

一括データ伝送メニューを選択し、対象業務（総
合振込等）をクリックします。

取引状況の照会をクリックします。

（画面は総合振込の画面です。）

取引状況の照会
一括データ伝送の取引（総合振込、給与・賞与振込、
口座振替）の取引状況を照会できます。

①

②
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データ伝送

一括
データ伝送 振込先一括口座確認取引状況の照会

取引状況の照会（日別・月別）
一括データ伝送の取引（総合振込、給与・賞与振込、口座
振替）の合計件数・合計金額を受付日単位・受付月単位で
照会できます。
※受付状況照会（日別）では40日前まで、受付状況照会（月別）
では13カ月分（当月を含む）を照会できます。

①

②

③

④

一括データ伝送メニューを選択し、対象業務（総
合振込等）をクリックします。

取引状況の照会（日別・月別）をクリックします。

受付日単位で照会する場合は、受付状況照会（日
別）をクリックします。

※照会日付を変更する場合は、操作日を変更して検索ボタン
をクリックしてください。

※受付月単位で照会する場合は、受付状況照会（月別）をク
リックします。

受付結果をご確認ください。

（画面は総合振込の画面です。）

利用者権限の確認
一括口座確認を利用するユーザは、以下の権限が
設定されている必要があります。（P.19参照）

依頼データの種類 必要となる利用者権限

総合振込
・総合振込の「依頼（画面入力）」また
は「依頼（ファイル受付）」
・総合振込の「振込先管理」

給与・賞与振込
・給与・賞与振込の「依頼（画面入
力）」または「依頼（ファイル受付）」
・給与・賞与振込の「振込先管理」

ファイル種類 説明

振込ファイル
（全銀協規定形式）

［総合振込］または［給与・賞与振込］
の振込ファイル（全銀協規定形式）
を用いて、振込先口座の一括口座確
認を依頼できます。

振込先管理ファイル
（CSV形式）

［総合振込］または［給与・賞与振込］
の「グループ管理/ファイル登録」で
取得した振込先管理ファイルを用
いて、登録されている振込先口座の
一括口座確認を依頼できます。

一括口座確認で使用するファイルを用意
一括口座確認で使用できるファイル種類は以下
のとおりです。

一括データ伝送メニューを選択し、振込先一括口
座確認をクリックします。

振込先一括口座確認
「振込先一括口座確認」とは、総合振込、給与・賞与
振込の振込データ等を用いて、事前に振込先口座
の有無および名義の一致・不一致を確認できる機
能です。
※「一括口座確認」は、口座の有無、名義の一致・不一致を確認す
る機能であり、名義不一致の場合に正しい名義を確認するこ
とはできません。また、総合振込、給与・賞与振込の準備以外
の目的では利用できません。
※「一括口座確認」の利用には、事前にお申込みが必要となり
ます。

ファイルをアップロードして、振込先口座の一括
口座確認を依頼できます。
1回あたりの口座確認依頼件数は50,000件まで、
1日あたり9回まで利用することができます。

事前準備

一括口座確認の依頼

①

①

②

②

一括口座確認の依頼をクリックします。

③ ファイルを選択ボタンをクリックし、ファイルを
指定して、ファイル形式を選択のうえ、ファイル
受付ボタンをクリックします。

※取引名は、口座確認の結果を照会する際に、ファイルを特定
するメモです。
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電子帳票交付
サービス

一括
データ伝送 利用登録・電子帳票取得振込先一括口座確認

一括口座確認結果の確認
一括口座確認の確認結果は、取得したファイルのダ
ミーエリアを確認してください。

「一括口座確認の依頼」でユーザが依頼した一括口
座確認の依頼状況・確認結果を確認できます。
一括口座確認の結果は、依頼日から30日間照会で
きます。

一括口座確認の状況・結果照会

①

②

④

⑤

内容を確認し、実行ボタンをクリックします。

受付結果をご確認ください。

対象ファイルを選択し、ファイル取得方法を指定
してファイル取得ボタンをクリックします。一括
口座確認の結果は、取得したファイルをご確認く
ださい。

一括データ伝送メニューの振込先一括口座確認
を選択し、一括口座確認の状況・結果照会をク
リックします。

※口座確認結果はリアルタイムで反映されません。
※依頼件数により、結果反映時間が遅れることがあります。

一括口座確認結果の反映時間
ユーザが依頼した一括口座確認の結果は、右記の「一
括口座確認の状況・結果照会」で確認できます。
一括口座確認結果の反映時間は以下のとおりです。

【口座確認結果の反映日・時間】
口座確認の依頼時間 口座確認結果の反映

当日 8:00～20:00 翌　日 12:00まで

当日 20:00～21:00 翌々日 12:00まで

（例）全銀協規定形式フォーマットの結果ファイルイメージ

確認結果
【確認結果（エラーコード）】

コード 内容
（空白） 正常に口座確認済
1 依頼した口座の名義が一致しません。
2 依頼した口座は存在しません。
3 振込先の都合により口座確認ができません。

5, G 振込先金融機関は口座確認のお取扱いができ
ません。

6, 7 お手数ですが、再度ご依頼ください。

8, F
ただいま口座確認の受付が込み合っていま
す。再度時間をおいて、口座確認を依頼してく
ださい。

電子帳票交付サービスメニューをクリックします。

ご留意事項を確認し、同意ボタンをクリックし
ます。

「すべて許可する」を選択し、実行ボタンをクリッ
クします。

PDFファイルがダウンロード、表示されます。

登録結果をご確認ください。

電子帳票交付サービス
交付された電子帳票を閲覧、ダウンロードできます。
電子帳票の閲覧・ダウンロードには、電子帳票交付
サービス利用登録のお手続きが必要です。

利用登録
①

②

③

③

④

＜ろうきん＞から配信された電子帳票をPDFで閲
覧・ダウンロードできます。

電子帳票取得

①

②

電子帳票交付サービスメニューをクリックします。

電子帳票メニューを選択し、電子帳票情報一覧か
ら取得する帳票を選択し、PDFボタンをクリック
します。
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電子帳票交付
サービス

電子帳票交付
サービス 操作履歴照会操作履歴照会団体情報／利用者情報の変更・照会

マスターユーザは「団体情報の変更」で、電子帳票
交付サービスの、団体・企業の帳票照会権限を設定
できます。

マスターユーザは、電子帳票交付サービスの登録済
みユーザの照会権限を、個別に照会・変更できます。

団体情報の変更・照会 利用者情報の変更・照会

①

②

④

③

①

②

③

管理メニューを選択し、団体管理ボタンをクリッ
クします。

団体情報の変更ボタンをクリックします。

変更結果をご確認ください。

帳票照会権限の初期設定を選択し、変更ボタンを
クリックしてください。

※一般ユーザは「団体情報の照会」が表示されます。

※一般ユーザは「利用者情報の照会」が表示されます。

管理メニューを選択し、利用者管理ボタンをク
リックします。

利用者情報の管理ボタンをクリックします。

照会権限を変更する利用者を選択し、変更ボタン
をクリックします。

 ご確認ください

●利用者の照会権限を個別に設定する場合は、「利用者
情報の変更・照会」から行ってください。

●「すべて許可しない」に変更した場合、変更した以降に
新規に登録されたユーザについては、すべての帳票に
ついて「許可しない」設定となります。

●電子帳票交付サービスに新たな帳票が導入された場
合、設定されている「帳票照会権限の初期設定」が、新
たな帳票について反映されます。

マスターユーザは、すべてのユーザの操作履歴を
照会できます。
一般ユーザは、自身の操作履歴のみ照会できます。

操作履歴照会

①

②

管理メニューを選択し、操作履歴照会ボタンをク
リックします。

「操作履歴情報の検索」に検索条件を入力し、検索
ボタンをクリックします。画面下部に操作履歴の
一覧が表示されます。

④

⑤

照会権限を変更し、変更ボタンをクリックしてく
ださい。

変更結果をご確認ください。
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Q&AQ&A（ワンタイムパスワード・管理者の変更）（ワンタイムパスワード・管理者の変更）Q&A（電子証明書・ログイン停止・暗証番号・追加認証）

電子証明書 ログイン停止

暗証番号・追加認証

Q.	ログイン画面に「電子証明書発行」ボタ
ンが表示されません。

A.	電子証明書をインストールできないブラウザの
場合は、ログイン画面に「電子証明書発行」ボタン
が表示されません。電子証明書を発行できる対象
ブラウザは、ろうきんインターネットバンキング
（団体向け）ホームページの「ご利用環境」ページ
でご確認ください。

Q.	電子証明書の発行（インストール）がエ
ラーになります。

A.	「信頼済みサイトへの登録」をすることで電子
証明書をインストールできるようになる可能性
があります。以下をお試しください。

	 ①�Windows画面左下の「虫眼鏡」ボタンをクリッ
クし、「インターネット　オプション」と入力し、
検索結果の「インターネット　オプション」を
クリックします。

	 ②�「セキュリティ」タブを選択し、「信頼済みサイ
ト（✓マーク）」を選択して、「サイト（S）」ボタン
をクリックします。

	 ③�「信頼済みサイト」のウィンドウが表示されま
すので、「このWebサイトをゾーンに追加す
る」に以下のURLを入力して「追加」ボタンをク
リックします。�	
【URL】 https://bizsol.anser.ne.jp

	 ④�「信頼済みサイト」のウィンドウを閉じて、イン
ターネットオプションの「適用（A）」ボタンをク
リックし、「OK」ボタンをクリックします。

※上記でも解決できない場合は以下をお試しください。
・ パソコンを再起動する。
・ ブラウザのキャッシュをクリアする。
・ �ブラウザのセキュリティレベルを「規定のレベル」
にする。

Q.	電子証明書が利用できなくなりました。
A.	本マニュアルの「電子証明書に関する事項」（P.7）

または「利用者の管理（電子証明書）」（P.23～24）
をご確認ください。

Q.	ログインできなくなりました。
A.	誤ったパスワード等が連続して入力された場合

は、該当ユーザが一時利用停止になります。一時
利用停止は１時間後に解除されますが、一時利用
停止が複数回連続して発生すると、利用停止にな
ります。また、誤った暗証番号等が連続して入力
された場合は、所属団体・所属企業の全ユーザが
利用停止になります。

Q.	ログインの利用停止を解除したい。
A.	管理者（マスターユーザ）が利用停止になってし

まった場合は、当金庫への届出が必要になります。
※一般ユーザの利用停止は、下記「一般ユーザが本人認証項
目を忘れた・利用停止になった場合」をご参照ください。

Q.	ログインID・ログインパスワード等を忘れ
ました。

A.	管理者（マスターユーザ）が、ログインID・ログイ
ンパスワード等を忘れた場合は、当金庫への届出
が必要になります。
※一般ユーザが忘れた場合は、下記「一般ユーザが本人認証
項目を忘れた・利用停止になった場合」をご参照ください。

Q.	本サービスで使用する暗証番号を忘れ
ました。

A.	所属団体・企業のすべてのユーザが、本サービス
の暗証番号を忘れた場合は、当金庫への届出が必
要になります。
※本サービスの暗証番号は、所属団体・企業の全ユーザ
で共通の番号です。

Q.	追加認証（合言葉認証）の回答を忘れま
した。

A.	管理者（マスターユーザ）が追加認証（合言葉認
証）の回答を忘れた場合は、当金庫への届出が必
要になります。

※�一般ユーザが本人認証項目を忘れた・利用停止
になった場合

管理者ではないユーザ（一般ユーザ）が、ログイン時の
本人認証項目等を忘れた場合・利用停止になった場合
は、所属団体・企業の管理者にお問い合わせください。
管理者（マスターユーザ）の操作で、本人認証項目の再
設定・利用停止の解除等ができます。

ワンタイムパスワード（パスワード生成機） 管理者（マスターユーザ）の変更
Q.	ワンタイムパスワードが利用できません。
A.	誤ったワンタイムパスワードが連続して入力さ

れた場合、ワンタイムパスワードが利用停止にな
ります。
※該当ユーザと同じパスワード生成機を利用している
全ユーザも利用停止になります。

Q.	ワンタイムパスワードの利用停止を解
除したい。

A.	ワンタイムパスワードが利用停止になってしまっ
た場合は、当金庫への届出が必要になります。

Q.	パスワード生成機を紛失しました。
A.	直ちに当金庫のお取引店にご連絡ください。紛失

したパスワード生成機を利用できないように登
録いたします。この際、紛失したパスワード生成
機は後日発見されても、再使用することはできま
せんのでご注意ください。

	 なお、パスワード生成機の再発行には、当金庫所
定のパスワード生成機の発行手数料が別途かか
ります。

Q.	追加のパスワード生成機が欲しい。
A.	追加のパスワード生成機が必要な場合は、当金庫

への届出が必要になります。当金庫所定のパス
ワード生成機の発行手数料がかかります。

Q.	パスワード生成機を切替したい。
A.	管理者（マスターユーザ）の操作で、該当ユーザの
「パスワード生成機の失効」（P.22）をしてください。

	 マスターユーザの操作完了後、30分以上経過して
から該当ユーザが本サービスにログインすると、
パスワード生成機の利用登録画面が表示されま
すので、新しいパスワード生成機を登録してくだ
さい。

Q.	パスワード生成機の切替操作を忘れて
いました。

A	 パスワード生成機の有効期限が切れてしまった
場合は、当金庫への届出が必要になります。

Q.	管理者（マスターユーザ）を変更したい。
A.	管理者（マスターユーザ）を変更する場合は、当金

庫への届出が必要になります。

Q.	管理者（マスタ―ユーザ）を変更した後
の設定方法がわからない。

A.	当金庫の手続き完了後に新しい管理者（マスター
ユーザ）の方が、以下の手順で初期設定を行って
ください。

	 ①�本サービスのログイン画面で「ログインIDの取
得」を行います。（P.6参照）

	 ※�利用者情報として前管理者の「利用者名」と「メー
ルアドレス」が表示されますが、ログインID取得時
には変更できません。ログインID・ログインパス
ワード・確認用パスワードのみ登録してください。

	 ②�電子証明書方式を利用している団体・企業の場
合は、「電子証明書の発行」をします。（P.8参照）

	 ③�本サービスにログインします。（P.10参照）
	 ※�前管理者がワンタイムパスワードを利用登録済み
の場合は、ワンタイムパスワード利用登録画面は
表示されません。

	 ④�「ユーザ管理」メニューの「利用者管理」を選択
し「利用者情報の管理」をクリックし、自身を選
択して「変更」ボタンをクリックします。

	 ⑤�マスターユーザの「利用者名」「メールアドレ
ス」を変更します。

利用環境等に関する内容は、本サービスのホームページまたは以下のURLをご参考ください。
【どこでもバンク（AnserBizSOL）よくあるご質問】
https://www.dokodemobank.ne.jp/co/anserbizsol/faq/
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一括データ伝送におけるファイルフォーマットについて一括データ伝送におけるファイルフォーマットについて
（総合振込、給与・賞与振込、口座振替）（総合振込、給与・賞与振込、口座振替）用語集

用 語 集

■ 管理者（マスターユーザ）
管理者（マスターユーザ）とは、所属する団体・企
業を代表して、本サービスのすべての情報（権限
設定・一般ユーザの各種設定等）を管理するユー
ザです。
利用申込書で届出している範囲内で、本サービ
スのすべての操作をすることができます。
※詳細はP.5をご参照ください。

■ 一般ユーザ
一般ユーザとは、団体・企業の管理者（マスター
ユーザ）に本サービスの利用権限を与えられた
ユーザです。
一般ユーザは、管理者が設定した権限の範囲で
本サービスを利用できます。

■ 代表口座
団体・企業が、本サービスを契約する際に指定し
た契約者名義の普通預金口座または当座預金口
座です。

■ 利用口座
代表口座に加えて本サービスを利用する普通預
金口座または当座預金口座です。利用口座を追
加・変更・削除する場合は当金庫への届出が必要
になります。
利用口座は代表口座を含めて最大20個まで登録
できます。

■ 振込振替（都度指定方式）
本サービスの「振込振替」取引の都度、振込先口
座をブラウザ画面上で指定する方法です。
「電子証明書方式」のログイン方法を利用してい
る団体・企業は当日振込を利用できます。
※�ID・パスワード方式のログイン方法を利用し
ている団体・企業は、都度指定方式では当日振
込を行えません。

■ 振込振替（事前登録方式）
団体・企業が、事前届出した振込先口座に対して
当金庫が発行する受取人番号（数字3桁）を入力
することで、振込先口座を指定する方法です。
ログイン方法を問わず、当日振込を利用できます。

■ 承認機能（振込振替）
本サービスの「振込振替」取引の際に、複数人によ
る取引確認を行う機能です。
「振込取引を依頼する権限」があるユーザと「振込
取引を承認する権限」があるユーザを分けて権限
を付与することで、複数人による取引確認を行う
ことができます。
※�振込振替の承認機能の利用要否は、マスター
ユーザが設定します。団体情報の設定方法は
P.14をご参照ください。

■ 承認機能（一括データ伝送）
フルタイプを契約している団体・企業が利用す
る一括データ伝送サービス（総合振込・給与（賞
与）振込・口座振替）は、承認機能の利用を必須と
しています。

■ 依頼者
承認機能を利用している団体・企業の管理者が、
取引を依頼する権限（依頼権限）を付与したユー
ザを依頼者といいます。

■ 承認者
承認機能を利用している団体・企業の管理者が、
取引を承認する権限（承認権限）を付与したユー
ザを依頼者といいます。
※�依頼権限と承認権限を同一ユーザに付与した
場合、該当ユーザは「取引の依頼」と「取引の承
認」の両方を自身で行うことができます。（1
ユーザで取引が完結します。）

■ 一括データ伝送
複数または大量の取引をまとめて処理する取引
（総合振込、給与・賞与振込、口座振替、振込先一
括口座確認）の総称です。フルタイプを契約して
いる団体・企業のみ利用できます。

総合振込（全銀協規定形式） 給与・賞与振込（全銀協規定形式）
レコードの内容
レコードの仕様は以下のとおりとする。

項　目 内　容

レコード長 120バイト

改行（CR LF）をつける場合 120バイトの後に2バイトで収容する

使用文字コード JIS

（注）桁数欄の「N」は数字〔右詰・前余白は0で埋める〕、「C」は半角文字（カタカナ・英大文
字・数字の混在）〔左詰・後余白はスペースとする〕をあらわす。

（1）ヘッダレコード
No. 項目名 桁　数 内　容
1 データ区分 N （1） 1：ヘッダレコード
2 種別コード N （2） 21：総合振込
3 コード区分 N （1） 0：JIS
4 委託者コード N （10） 当金庫が採番した委託者コード 
5 委託者名 C （40） 振込元の依頼人名
6 取組日 N （4） 振込指定日／月日（MMDD）〔金融機関営業日に限る〕
7 仕向銀行番号 N （4） 当金庫の金融機関コード（統一金融機関番号）

8 仕向銀行名 C （15） 当金庫名（カナ）（省略可：省略する場合はスペースとする）
9 仕向支店番号 N （3） 取引支店番号

10 仕向支店名 C （15） 取引支店名（カナ）（省略可：省略する場合はスペースとする）
11 預金種目（依頼人） N （1） 振込依頼人の預金種目（1：普通預金、2：当座預金）
12 口座番号（依頼人） N （7） 振込依頼人の口座番号
13 ダミー C （17） 未使用（スペースとする）

計 （120）

（2）データレコード
No. 項目名 桁　数 内　容
1 データ区分 N （1） 2：データレコード
2 被仕向銀行番号 N （4） 振込先金融機関コード（統一金融機関番号）
3 被仕向銀行名 C （15） 振込先金融機関名称（カナ）
4 被仕向支店番号 N （3） 振込先支店番号（統一店番号）
5 被仕向支店名 C （15） 振込先支店名（カナ）
6 手形交換所番号 N （4） 未使用（ゼロとする）

7 預金種目 N （1） 振込先の預金種目（1：普通預金、2：当座預金、4：貯蓄預金、9：その他）
8 口座番号 N （7） 振込先の口座番号
9 受取人名 C （30） 受取人名（カナ）
10 振込金額 N （10） ご依頼金額
11 新規コード N （1） 未使用（ゼロとする）

12 顧客コード1 C （10） お客様が付した顧客コード1
13 顧客コード2 C （10） お客様が付した顧客コード2

12
13 EDI情報 C （20） 受取人に対して通知するEDI情報（15：識別表示を「Y」とする）

14 振込区分 N （1） 7：電信振込

15 識別表示 C （1） Y：EDI情報を使用するスペース：EDI情報を使用しない
16 ダミー C （7） 未使用（スペースとする）

計 （120）

（3）トレーラレコード
No. 項目名 桁　数 内　容
1 データ区分 N （1） 8：トレーラレコード
2 合計件数 N （6） データレコード件数の合計
3 合計金額 N （12） データレコードの振込金額の合計
4 ダミー C （101） 未使用（スペースとする）

計 （120）

（4）エンドレコード
No. 項目名 桁　数 内　容
1 データ区分 N （1） 9：エンドレコード
2 ダミー C （119） 未使用（スペースとする）

計 （120）

レコードの内容
レコードの仕様は以下のとおりとする。

項　目 内　容

レコード長 120バイト

改行（CR LF）をつける場合 120バイトの後に2バイトで収容する

使用文字コード JIS

（注）桁数欄の「N」は数字〔右詰・前余白は0で埋める〕、「C」は半角文字（カタカナ・英大文
字・数字の混在）〔左詰・後余白はスペースとする〕をあらわす。

（1）ヘッダレコード
No. 項目名 桁　数 内　容

1 データ区分 N （1） 1：ヘッダレコード

2 種別コード N （2） 11または71：給与振込、12または72：賞与振込

3 コード区分 N （1） 0：JIS

4 委託者コード N （10） 当金庫が採番した委託者コード 

5 委託者名 C （40） 振込元の依頼人名

6 取組日 N （4） 振込指定日／月日（MMDD）〔金融機関営業日に限る〕

7 仕向銀行番号 N （4） 当金庫の金融機関コード（統一金融機関番号）

8 仕向銀行名 C （15） 当金庫名（カナ）（省略可：省略する場合はスペースとする）

9 仕向支店番号 N （3） 取引支店番号

10 仕向支店名 C （15） 取引支店名（カナ）（省略可：省略する場合はスペースとする）

11 預金種目（依頼人） N （1） 振込依頼人の預金種目（1：普通預金、2：当座預金）

12 口座番号（依頼人） N （7） 振込依頼人の口座番号

13 ダミー C （17） 未使用（スペースとする）

計 （120）

（2）データレコード
No. 項目名 桁　数 内　容

1 データ区分 N （1） 2：データレコード

2 被仕向銀行番号 N （4） 振込先金融機関コード（統一金融機関番号）

3 被仕向銀行名 C （15） 振込先金融機関名称（カナ）

4 被仕向支店番号 N （3） 振込先支店番号（統一店番号）

5 被仕向支店名 C （15） 振込先支店名（カナ）

6 手形交換所番号 N （4） 未使用（ゼロとする）

7 預金種目 N （1） 振込先の預金種目（1：普通預金）

8 口座番号 N （7） 振込先の口座番号

9 受取人名 C （30） 受取人名（カナ）

10 振込金額 N （10） ご依頼金額

11 新規コード N （1） 未使用（ゼロとする）

12 社員番号 C （10） お客様が付した社員番号

13 所属コード C （10） お客様が付した所属コード

14 ダミー C （9） 未使用（スペースとする）

計 （120）

（3）トレーラレコード
No. 項目名 桁　数 内　容

1 データ区分 N （1） 8：トレーラレコード

2 合計件数 N （6） データレコード件数の合計

3 合計金額 N （12） データレコードの振込金額の合計

4 ダミー C （101） 未使用（スペースとする）

計 （120）

（4）エンドレコード
No. 項目名 桁　数 内　容

1 データ区分 N （1） 9：エンドレコード

2 ダミー C （119） 未使用（スペースとする）

計 （120）
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MEMO
一括データ伝送におけるファイルフォーマット
（総合振込、給与・賞与振込、口座振替）

口座振替（全銀協規定形式） 金額ファイル

総合振込金額ファイル

給与・賞与振込金額ファイル

口座振替金額ファイル

レコードの内容
レコードの仕様は以下のとおりとする。

項　目 内　容

レコード長 120バイト

改行（CR LF）をつける場合 120バイトの後に2バイトで収容する

使用文字コード JIS

（注）桁数欄の「N」は数字〔右詰・前余白は0で埋める〕、「C」は半角文字（カタカナ・英大文
字・数字の混在）〔左詰・後余白はスペースとする〕をあらわす。

文字種の「N」は数字、Cは文字をあらわす。

（1）ヘッダレコード
No. 項目名 桁　数 内　容
1 データ区分 N （1） 1：ヘッダレコード
2 種別コード N （2） 91：預金口座振替
3 コード区分 N （1） 0：JIS
4 委託者コード N （10） 当金庫が採番した委託者コード 
5 委託者名 C （40） 口座振替請求の依頼人名
6 引落日 N （4） 引落指定日／月日（MMDD）〔金融機関営業日に限る〕
7 取引銀行番号 N （4） 当金庫の金融機関コード

8 取引銀行名 C （15） 当金庫名（カナ）（省略可：省略する場合はスペースとする）
9 取引支店番号 N （3） 入金先支店番号

10 取引支店名 C （15） 入金先支店名（カナ）（省略可：省略する場合はスペースとする）
11 預金種目 N （1） 入金口座の預金種目（1：普通預金、2：当座預金）
12 口座番号 N （7） 入金口座の口座番号
13 ダミー C （17）

計 （120）

No. 項目名 文字種（桁数） 必須区分 内　容

1 顧客コード1 N （10） 必須 顧客コード1
※特定するキー情報

2 支払金額 N （10） 必須 支払金額（注1）

3 手数料負担 N （1） 任意
手数料内容（注2）
0：当方負担手数料
1：先方負担手数料

4 予約領域 N （1） − 設定不要

5 EDI情報 C （20） − 設定不要

No. 項目名 文字種（桁数） 必須区分 内　容

1 顧客番号 CまたはN （10） 必須 顧客番号
※特定するキー情報

2 支払金額 N （10） 必須 支払金額（注1）

No. 項目名 文字種（桁数） 必須区分 内　容

1 社員番号 N （10） 必須 社員番号
※特定するキー情報

2 支払金額 N （10） 必須 支払金額（注1）

（注1）金額が0円の明細は作成対象となりません。
（注2）手数料負担区分を省略した場合は、登録振込先口座の振込先情報に設定されている

手数料を適用します。

（注1）金額が0円の明細は作成対象となりません。

（注1）金額が0円の明細は作成対象となりません。

（2）データレコード
No. 項目名 桁　数 内　容
1 データ区分 N （1） 2：データレコード
2 引落銀行番号 N （4） 当金庫の金融機関コード
3 引落銀行名 C （15） 当金庫名（カナ）
4 引落支店番号 N （3） 請求先支店番号
5 引落支店名 C （15） 請求先支店名（カナ）
6 ダミー C （4） 未使用（スペースとする）
7 預金種目 N （1） 請求先口座の預金種目（1：普通預金、2：当座預金）
8 口座番号 N （7） 請求先口座の口座番号
9 預金者名 C （30） 請求先口座の預金者名（カナ）
10 引落金額 N （10） 請求金額
11 新規コード N （1） 0：その他、1：第1回引落分、2：変更分

12 顧客番号
N （20）

お客様が付した固有の番号または
C （20）

13 振替結果コード N （1） 未使用（ゼロとする）
14 ダミー C （8） 未使用（スペースとする）

計 （120）

（3）トレーラレコード
No. 項目名 桁　数 内　容
1 データ区分 N （1） 8：トレーラレコード
2 合計件数 N （6） データレコード件数の合計
3 合計金額 N （12） データレコードの請求金額の合計
4 振替済件数 N （6） 未使用（ゼロとする）
5 振替済金額 N （12） 未使用（ゼロとする）
6 振替不能件数 N （6） 未使用（ゼロとする）
7 振替不能金額 N （12） 未使用（ゼロとする）
8 ダミー C （65） 未使用（スペースとする）

計 （120）

（4）エンドレコード
No. 項目名 桁　数 内　容
1 データ区分 N （1） 9：エンドレコード
2 ダミー C （119） 未使用（スペースとする）

計 （120）
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